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は
じ
ま
り
の
記
憶

4

銘
文
と
詩
篇
の
な
か
の
祖
考
た
ち

松

井

嘉

徳

【
要
約
】
　
二
〇
〇
三
年
に
発
見
さ
れ
た
遽
盤
に
は
、
「
遽
曰
く
」
で
導
入
さ
れ
る
自
述
の
銘
文
と
し
て
、
皇
高
祖
単
公
か
ら
遽
に
至
る
単
氏
八
代
が
文

正
・
武
王
か
ら
宣
王
に
至
る
周
王
一
一
托
に
代
々
仕
え
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
島
人
は
文
面
・
武
王
に
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
見
出
し
て
い
た

が
、
一
方
で
、
自
記
の
銘
文
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
「
先
王
」
と
臣
下
の
「
祖
考
」
は
、
固
有
名
を
伴
わ
な
い
集
合
的
、
非
「
歴
史
的
」
な
存
在
で
し
が
な

か
っ
た
。
西
周
後
期
、
叙
事
の
詩
篇
が
登
場
し
、
自
述
の
銘
文
が
固
有
名
を
と
も
な
っ
た
君
臣
関
係
を
語
り
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
過
去
へ
の
言
説

は
「
歴
史
的
」
な
も
の
へ
と
変
質
し
、
や
が
て
文
正
・
武
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
以
来
の
具
体
的
な
君
臣
関
係
を
語
ろ
う
と
す
る
遽
盤
銘
が
出
現
す
る

の
で
あ
る
。
臣
下
た
ち
が
「
は
じ
ま
り
の
時
」
に
自
ら
の
家
系
の
「
は
じ
ま
り
」
を
見
出
し
て
い
っ
た
と
き
、
周
王
は
そ
れ
を
さ
ら
に
遡
及
す
る
先
公
の

事
績
を
回
顧
し
、
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
周
人
・
農
耕
の
は
じ
ま
り
に
位
置
す
る
盾
稜
、
幽
の
地
の
記
憶
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
公

劉
、
周
原
の
地
に
結
び
つ
い
て
回
顧
さ
れ
る
古
公
寮
父
と
い
っ
た
先
公
た
ち
の
叙
事
詩
が
歌
わ
れ
、
や
が
て
文
王
の
父
と
さ
れ
る
馬
煙
を
接
続
点
と
し
て
、

文
相
・
花
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
は
先
公
た
ち
の
系
譜
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〔
巻
〔
号
　
二
〇
〇
八
年
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

人
々
が
自
ら
の
「
歴
史
」
を
記
憶
し
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
そ
の
記
憶
を
封
じ
込
め
、
あ
る
い
は
懸
依
さ
せ
る
た
め
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
タ
ル
な
も
の
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
王
墓
あ
る
い
は
宗
廟
で
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
建
国
碑
・
凱
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旋
門
と
い
っ
た
も
の
で
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
入
々
が
そ
こ
に
集
い
、
そ
れ
ら
を
見
上
げ
る
と
き
、
人
々
は
自
ら
の
「
歴
史
」
を
実
感
し
回

顧
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
と
い
っ
た
議
論
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
王
の
身
体
そ
の
も
の
も
ま

た
、
王
統
の
「
歴
史
」
を
引
き
受
け
、
そ
れ
を
可
視
化
さ
せ
る
た
め
の
　
つ
の
装
置
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
有
形
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
無
形
の
も
の
も
ま
た
記
憶
を
封
じ
込
め
、
懸
依
さ
せ
る
た
め
の
入
れ

物
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
の
場
で
演
じ
ら
れ
た
舞
踏
劇
や
廟
歌
、
あ
る
い
は
語
り
部
た
ち
に
よ
る
叙
事

の
語
り
な
ど
も
ま
た
、
人
々
が
そ
こ
に
自
ら
の
「
歴
史
」
の
記
憶
を
封
じ
込
め
る
装
置
と
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
扱
う
中
国
古
代
、

西
周
の
時
代
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
無
形
の
装
麗
は
存
在
し
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
、
我
々
は
そ
れ
ら
が
実
際
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
場
に
立

ち
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
文
言
は
、
青
銅
器
銘
あ
る
い
は
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
『
詩
経
』
の
詩
篇
と
し
て
現
在
に
ま
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
青
銅
器
銘
・
詩
篇
の
分
析
を
通
じ
て
、
周
人
た
ち
が
自
ら
の
「
歴
史
」
を
ど
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え

て
み
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
際
、
次
の
二
つ
の
事
柄
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の
留
意
点
は
、
青
銅
器
銘
は
同

時
代
史
料
と
し
て
西
周
史
研
究
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
同
時
代
性
は
必
ず
し
も
青
銅
器
銘
が
第
一
次
史
料
で
あ
る

こ
と
を
保
証
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
青
鋼
器
銘
も
ま
た
一
種
の
編
纂
物
で
あ
る
以
上
、
そ
の
編
纂
の
過
程
で
語
り
手
あ
る
い
は

書
き
手
に
よ
る
改
編
を
蒙
っ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
探
る
こ
ど
で
、
青
銅
器
銘
が
語

ろ
う
と
す
る
「
歴
史
」
の
生
成
過
程
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
の
留
意
点
は
、
『
詩
経
』
詩
篇
の
多
く
が
、

青
銅
器
銘
と
は
逆
に
、
西
周
期
と
の
同
時
代
性
を
損
保
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
も
述
べ
る
が
、
詩
篇
は
儀
礼
の
場
で
繰
り

返
し
演
奏
さ
れ
改
編
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
篇
一
篇
の
な
か
に
は
幾
重
に
も
わ
た
る
時
代
の
層
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
詩
篇
を
歴
史
学
の
史
料
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
た
め
ら
い
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
篇
の
性
質
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら

詩
篇
の
な
か
に
「
歴
史
」
の
記
憶
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
押
韻
・
畳
詠
な
ど
と
い
っ
た
文
学
的
議
論
と
は
別
に
、
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「
歴
史
」

た
い
。

の
記
憶
を
封
じ
込
め
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
詩
篇
を
利
用
で
き
な
い
か
。
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
さ
さ
や
か
な
試
み
を
行
っ
て
み
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語
ら
れ
る
家
系

　
二
〇
〇
三
年
一
月
～
九
日
、
陳
西
省
眉
県
門
家
村
の
村
民
が
採
桑
作
業
を
し
て
い
た
と
き
、
高
さ
一
〇
数
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
の
中
程
に
一

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
穴
が
口
を
あ
け
た
。
中
を
覗
き
込
ん
だ
村
民
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
高
さ
五
七
・
八
セ
ン
チ
、
重
さ
四
六
キ
ロ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

鼎
を
は
じ
め
と
す
る
計
二
七
件
の
青
銅
器
群
で
あ
っ
た
。
「
盛
世
吉
金
」
と
呼
ば
れ
る
単
氏
家
族
青
銅
器
群
の
発
見
で
あ
る
。

　
こ
の
「
盛
世
吉
金
」
の
う
ち
引
一
四
件
の
青
銅
郵
器
は
遽
あ
る
い
は
虞
速
と
名
乗
っ
た
人
物
の
作
器
に
か
か
る
が
、
そ
の
な
か
の
算
盤
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
七
三
文
字
か
ら
な
る
西
周
期
屈
指
の
長
銘
が
鋳
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
情
報
は
西
周
史
の
再
考
を
迫
る
に
十
分
な
も
の
で
．

　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
っ
た
。
最
初
に
、
そ
の
訳
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

速
が
申
し
上
げ
ま
す
（
累
日
）
。
顕
か
な
る
わ
が
皇
高
祖
単
公
は
、
そ
の
徳
を
慎
み
、
関
國
・
圏
国
一
を
輔
弼
し
て
、
股
王
朝
を
征
伐
し
、
天
命
を
受
け
、

四
方
を
領
有
さ
れ
ま
し
た
。
図
凶
・
國
因
と
と
も
に
、
そ
の
支
配
領
域
を
や
す
ん
じ
、
上
帝
の
御
心
に
か
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
が
皇
高
祖
公
叔
は
、

よ
く
m
國
国
を
補
佐
し
、
天
命
を
成
就
し
て
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
ど
も
を
征
伐
し
、
四
国
・
万
邦
を
さ
だ
め
ら
れ
ま
し
た
。
わ
が
皇
高
祖
新
室
仲
は
、
よ
く

そ
の
心
を
幽
明
に
し
、
遠
き
を
懐
け
近
き
を
治
め
、
關
国
を
輔
弼
し
、
朝
貢
せ
ぬ
も
の
を
あ
ま
ね
く
懐
け
ら
れ
ま
し
た
。
わ
が
皇
高
祖
恵
仲
蓋
父
は
、

争
い
ご
と
の
な
い
調
和
し
た
統
治
を
行
い
、
は
か
り
ご
と
を
成
就
し
て
、
［
寒
国
・
撃
壌
を
佐
け
、
政
事
を
四
方
に
ひ
ろ
め
て
、
楚
荊
を
征
伐
さ
れ
ま
し

た
。
わ
が
皇
高
祖
零
伯
は
、
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
職
務
を
全
う
し
、
図
翻
・
翻
因
に
仕
え
ら
れ
ま
し
た
。
わ
が
皇
亜
租
欝
仲
は
、
つ
と
め
て
［
圏
幽

∴
輿
霞
を
補
佐
し
、
周
邦
に
功
績
を
の
こ
さ
れ
ま
し
た
。
わ
が
父
上
（
皇
考
）
共
叔
は
、
つ
つ
し
ん
で
政
事
を
調
和
さ
せ
、
徳
を
明
ら
か
に
し
て
、

属
田
｝
を
補
佐
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
遽
は
、
わ
が
祖
先
（
轟
轟
祖
考
）
の
職
務
を
引
き
継
ぎ
、
夙
夜
怠
る
こ
と
な
く
、
そ
の
職
務
に
慎
ん
で
お
り
ま

す
。
そ
れ
故
、
［
因
園
】
は
わ
た
く
し
速
に
多
く
の
恩
寵
を
お
授
け
く
だ
さ
い
ま
す
。
天
子
よ
、
そ
れ
万
年
無
艦
に
し
て
、
長
寿
を
全
う
さ
れ
、
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永
く
周
邦
を
安
定
さ
せ
、
四
方
を
お
治
め
に
な
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

王
は
か
く
申
さ
れ
た
（
王
若
日
）
。
速
よ
、
顕
か
な
る
図
縢
・
岡
国
（
　
顕
文
武
）
は
、
天
の
大
命
を
受
け
、
四
方
を
領
有
さ
れ
た
。
な
ん
じ
の
祖
先

（
乃
先
聖
祖
考
）
は
、
先
王
を
輔
弼
し
、
よ
く
大
命
に
つ
と
め
た
。
今
、
余
は
な
ん
じ
の
根
管
を
想
い
、
な
ん
じ
へ
の
命
を
か
さ
ね
る
。
な
ん
じ
に
命
ず
、

栄
免
を
補
佐
し
、
四
方
の
虞
・
林
を
管
轄
し
、
宮
廷
の
用
を
ま
か
な
え
。
な
ん
じ
に
赤
墨
・
善
導
・
紋
勒
を
あ
た
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
あ

速
は
天
子
の
恩
龍
に
養
え
揚
げ
、
わ
が
祖
先
（
朕
皇
祖
考
）
の
宝
隙
盤
を
作
り
、
ご
先
祖
（
前
文
人
）
を
お
祀
り
い
た
し
ま
す
。
ご
先
祖
は
天
上
に
お
ら

れ
、
下
に
あ
る
も
の
を
慈
し
み
、
蓬
に
多
く
の
幸
い
、
長
寿
を
お
授
け
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
遼
よ
、
い
つ
ま
で
も
天
子
に
仕
え
ん
こ
と
を
。
子
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

孫
々
ま
で
、
永
く
こ
の
盤
を
宝
と
し
祭
祀
を
お
こ
な
わ
ん
こ
と
を
。

　
右
に
示
し
た
官
署
銘
は
形
式
上
三
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
段
は
、
「
速
日
」
で
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
自
述
形
式
の
銘
文
で
、

皇
高
祖
単
公
か
ら
速
に
至
る
単
氏
八
代
が
意
思
・
武
王
か
ら
天
子
（
宣
王
）
ま
で
の
一
二
代
の
周
王
に
仕
え
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
銘
文

第
二
段
は
、
「
王
聖
日
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
王
の
命
令
文
（
冊
命
）
。
速
が
仕
え
て
い
る
王
（
宣
王
）
は
、
文
王
・
十
王
が
天
命
を
受
け
て
王

朝
を
創
建
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
遽
の
「
祖
考
」
た
ち
が
「
先
王
」
に
よ
く
仕
え
た
こ
と
を
想
い
、
そ
れ
を
う
け
て
速
に
「
四
方

の
虞
・
林
（
山
林
藪
沢
）
」
の
管
轄
を
命
じ
て
い
る
。
銘
文
最
後
の
第
三
段
に
は
、
遽
が
王
の
恩
寵
に
感
謝
し
、
こ
の
青
銅
弊
器
を
作
っ
て
祖
先

祭
祀
を
お
こ
な
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
天
上
に
い
る
祖
先
た
ち
が
遽
に
数
々
の
幸
い
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
こ
の
祖

先
祭
祀
が
継
続
す
る
こ
と
を
願
う
蝦
辞
、
す
な
わ
ち
言
祝
ぎ
の
言
葉
で
銘
文
は
結
ば
れ
て
い
る
。

　
遽
盤
石
の
第
～
段
、
す
な
わ
ち
速
の
自
述
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
単
氏
八
代
と
周
王
一
二
代
と
の
対
応
関
係
は
表
一
の
よ
う
に
な
る
が
、
か
つ

て
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
対
応
関
係
は
極
め
て
作
為
的
・
修
辞
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
批
判
に
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は

　
　
　
⑥

で
き
な
い
。
た
と
え
ば
「
わ
が
皇
高
祖
圭
算
は
、
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
職
務
を
全
う
し
、
共
王
・
驚
王
に
仕
え
ら
れ
ま
し
た
。
わ
が
皇
亜

祖
幣
仲
は
、
つ
と
め
て
孝
王
・
夷
王
を
補
佐
し
、
周
邦
に
功
績
を
の
こ
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
基
本
的

に
単
氏
一
代
と
周
智
二
代
を
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
語
り
の
目
的
は
、
単
一
族
の
具
体
的
な
功
績
を
示
す
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
単
氏
と
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歴
代
周
王
と
の
間
に
結
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
君
臣
関
係
を
確
認
し
強
調
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
に
あ
っ
た
。
単
氏
は
文
王
・
武
王
期
よ
り
絶
え
る
こ
と
な
く
歴
代
周
王
に

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仕
え
つ
づ
け
、
作
器
者
速
も
ま
た
彼
ら
「
祖
考
」
に
な
ら
っ
て
天
子
（
宣
王
）

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
仕
え
、
天
子
か
ら
多
く
の
恩
寵
を
賜
っ
た
、
速
下
品
第
一
段
は
そ
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
は
何
故
、
こ
の
速
記
銘
第
一
段
に
自
述
形
式
の
銘
文
が
採
用
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
速
日
」
で
始
ま
る
銘
文
第
～
段
は
、
そ
も
そ
も
一
体
誰
に
む
か
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
林
巳
奈
夫
に
よ
る
青
銅
郵
書
の
型
式
学
的
編
年
に
依
る
な
ら
ば
、
銘
文
冒
頭
が
自
誓
の
形
式
で
始
ま
る
青
銅
器
銘
は
西
周
中
期
の
A
段
階
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
り
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
沈
子
也
箆
銘
（
四
三
三
〇
・
H
A
）

　
　
也
が
申
し
上
げ
ま
す
（
也
日
）
。
う
や
う
や
し
く
ぬ
か
ず
き
て
、
つ
つ
し
ん
で
わ
が
父
上
（
朕
男
気
）
に
お
告
げ
し
ま
す
。
な
ん
じ
の
孝
順
な
る
子
（
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
鴉
沈
子
）
に
命
じ
て
、
周
公
の
宗
を
つ
ぎ
、
二
公
を
お
祀
り
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
…
…

あ
る
い
は
域
方
鼎
銘
三
八
二
四
・
∬
B
）

　
　
域
が
申
し
上
げ
ま
す
（
専
意
）
。
あ
あ
、
王
は
戒
の
父
上
天
田
（
域
辟
烈
烈
甲
公
）
の
こ
と
を
想
い
、
な
ん
じ
の
子
な
る
域
（
皇
子
戒
）
に
命
じ
て
、
虎

　
　
臣
を
率
い
て
潅
戎
の
防
衛
に
あ
た
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
。
域
が
申
し
上
げ
ま
す
（
七
日
）
。
あ
あ
、
わ
が
父
上
甲
公
と
母
上
日
庚
（
朕
文
考
甲
公
・
文
母
日

　
　
庚
）
は
、
そ
の
美
善
を
も
っ
て
、
末
永
く
な
ん
じ
の
子
な
る
戒
の
心
を
ひ
ろ
げ
、
末
永
く
域
の
身
に
よ
り
そ
い
、
天
子
に
寵
愛
さ
れ
、
な
ん
じ
の
子
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
戒
が
万
年
ま
で
も
天
子
に
お
仕
え
し
、
そ
の
身
に
あ
や
ま
ち
が
な
い
よ
う
に
さ
れ
ま
す
こ
と
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
そ
の
早
い
例
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
戒
運
漕
銘
に
「
乃
が
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
髭
者
が
語
り
か
け
て
い
た
の
は
そ
の
亡
き
父
、
亡
き

母
で
あ
っ
た
。
域
方
響
銘
に
は
続
け
て
「
戒
う
や
う
や
し
く
ぬ
か
ず
き
て
、
王
命
に
対
え
揚
げ
、
母
上
日
庚
（
文
箱
臼
庚
）
の
宝
隙
嬬
郵
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
、
…
…
」
と
あ
り
、
こ
の
青
銅
郵
器
の
作
器
対
象
が
「
乃
が
子
」
戒
の
語
り
か
け
る
亡
き
母
日
庚
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
自
述

周ヨE 単氏

文王

武王
皇高祖単公

成王 皇高祖公叔

康王 皇高祖新室仲

昭王
皇高祖恵仲蓋父

穆王

共王
皇高祖零伯

幣王

孝王
皇亜祖雛仲

夷之

属王 皇考共叔

宣王 速
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はじまりの記憶（松井）

形
式
の
銘
文
と
は
、
そ
の
青
銅
鼻
器
で
も
っ
て
祭
紺
さ
れ
る
亡
き
父
母
に
対
し
て
語
り
か
け
る
祭
祀
の
文
言
に
淵
源
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
班
箆
銘
（
四
三
四
　
・
H
A
）
で
は
、
銘
文
最
後
に
「
班
拝
稽
首
日
」
と
し
て
作
尊
者
班
の
自
警
が
導
入
さ
れ
、

そ
こ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
班
う
や
う
や
し
く
ぬ
か
ず
き
て
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
あ
、
お
お
い
な
る
わ
が
皇
公
は
、
王
室
の
多
福
を
お
う
け
に
な
り
、
文
王
・
王
国
の
こ
子
孫
（
文

　
　
王
・
王
五
聖
孫
）
に
育
ま
れ
、
高
い
地
位
に
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
を
成
就
さ
れ
ま
し
た
。
文
王
の
子
孫
（
文
王
孫
）
は
、
そ
れ
を
模
範
と
せ
ぬ
も
の
は
な

　
　
く
、
そ
の
功
績
に
な
ら
ぶ
も
の
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
班
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
父
上
・
母
上
（
昭
考
爽
）
の
器
を
作
り
、
大
政
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
な
づ
け
ま
す
。
子
々
孫
々
ま
で
、
世
々
永
く
宝
と
す
る
よ
う
に
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
青
銅
鼻
器
も
ま
た
亡
き
父
母
の
祭
祀
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
孟
仁
平
（
四
一
六
二
・
H
B
）
「
孟
が
申
し
上
げ
ま

す
。
わ
が
父
上
は
毛
公
・
寺
詣
と
と
も
に
無
漏
を
征
服
し
、
早
事
は
わ
が
父
上
に
そ
の
工
集
団
の
な
か
か
ら
臣
を
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
わ
が
父

上
の
賜
り
し
恩
籠
に
対
え
揚
げ
、
こ
の
郵
器
を
作
り
ま
す
。
子
々
孫
々
ま
で
、
永
く
宝
と
す
る
よ
う
に
（
孟
日
、
朕
文
考
、
景
毛
公
・
越
南
、
征

無
需
、
毛
公
賜
朕
文
考
臣
、
自
厭
工
、
対
揚
朕
考
賜
休
、
用
宣
平
茸
作
事
、
子
々
孫
々
、
其
永
宝
）
」
は
作
器
対
象
を
明
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
わ

が
父
上
の
賜
り
し
恩
寵
に
答
え
揚
げ
、
こ
の
郵
器
を
作
り
ま
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
亡
き
父
の
祭
祀
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
自
述
形
式
の
銘
文
は
西
周
後
期
の
A
段
階
あ
た
り
か
ら
文
章
の
定
型
化
が
す
す
み
、
同
時
に
銘
文
の
言
及
対
象
が
父
の
世
代
を
越
え
て
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

深
い
世
代
の
祖
先
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
二
式
撰
鐘
銘
（
二
四
七
－
二
五
〇
・
皿
A
）

　
　
痩
が
申
し
上
げ
ま
す
。
顕
か
な
る
高
祖
・
始
祖
・
父
上
（
高
根
・
亜
祖
・
文
墨
）
は
、
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
、
部
課
の
威
儀
を
た
す
け
て
、
先
王
に
仕

　
　
え
ら
れ
ま
し
た
。
癖
は
ご
先
祖
（
裕
考
）
に
な
ら
っ
て
、
明
徳
を
も
っ
て
夙
夜
つ
つ
し
み
、
ヂ
氏
を
お
た
す
け
い
た
し
ま
す
。
皇
王
は
、
痩
の
つ
と
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
る
を
よ
み
せ
ら
れ
、
侃
玉
を
お
与
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
先
祖
（
文
入
）
の
大
宝
協
和
鐘
を
作
り
、
…
…
。

に
は
、
痩
の
高
祖
・
亜
祖
・
父
が
そ
の
徳
望
を
も
っ
て
先
王
に
仕
え
た
こ
と
、
痩
は
か
れ
ら
祖
先
に
な
ら
っ
て
そ
の
職
務
に
努
め
、
周
王
の
恩
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籠
に
浴
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
二
式
癖
鐘
銘
が
言
及
す
る
高
祖
・
亜
祖
が
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

じ
く
痩
の
作
陶
に
か
か
る
一
式
癖
鐘
銘
（
二
四
六
・
駈
）
に
「
皇
祖
辛
公
・
文
事
乙
公
・
皇
考
丁
公
」
と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
は
痩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
曾
祖
父
辛
公
・
祖
父
乙
公
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
二
導
爆
鐘
の
作
事
対
象
で
あ
る
「
文
人
」
は
通
常
「
前
文
人
」
と
記
さ
れ
、
天
上
か
ら
降
り
下
っ
て
子
孫
に
多
福
を
も
た
ら
す
文
徳
あ
る
祖

　
　
　
　
　
　
⑳

先
を
指
し
て
い
る
。
二
式
痩
鐘
銘
が
言
及
す
る
「
高
祖
・
亜
祖
・
皇
考
」
と
そ
の
重
器
対
象
で
あ
る
「
文
人
」
と
の
関
係
は
や
や
抽
象
的
で
あ

る
が
、
痩
箆
銘
（
四
一
七
〇
一
七
七
・
盤
A
）
に
は
、

　
　
癖
が
申
し
上
げ
ま
す
。
顕
か
な
る
ご
先
祖
（
顕
爵
祖
考
）
は
、
威
儀
を
修
め
、
先
王
に
仕
え
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
に
な
ら
っ
て
夙
夜
つ
つ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
み
ま
す
。
王
は
癖
の
つ
と
め
た
る
を
よ
み
せ
ら
れ
、
偲
玉
を
お
与
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
先
祖
（
祖
考
）
の
箆
を
作
り
、
…
…
。

と
あ
り
、
自
述
銘
文
が
言
及
す
る
「
顕
皇
祖
考
」
と
重
器
対
象
と
さ
れ
る
「
祖
考
」
は
そ
の
語
彙
を
共
有
し
て
い
る
。
言
及
さ
れ
る
祖
先
が
よ

り
深
い
世
代
に
遡
及
し
て
も
、
自
述
銘
文
と
作
器
対
象
と
の
関
係
は
初
期
の
自
述
銘
文
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、

西
周
後
期
A
段
階
以
降
の
自
述
銘
文
を
挙
げ
、
自
述
銘
文
が
言
及
す
る
祖
先
と
青
銅
軍
器
の
作
器
対
象
と
の
関
係
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し

　
⑫

よ
う
。

単
伯
昊
生
鐘
（
△
一
）

井
人
人
安
鐘
（
一
〇
九
－
一
一
二
・
皿
）

戎
生
鐘
（
華
南
二
七
－
三
四
）

梁
其
鐘
（
一
八
七
…
一
九
二
・
盃
）

號
叔
旅
鐘
（
一
一
三
八
一
二
四
四
・
m
）

師
望
鼎
（
二
八
　
二
・
皿
B
）

禺
鼎
（
二
八
一
三
二
…
四
・
盟
B
）

皇
祖
・
烈
考
・
祖
考

文
祖
・
皇
考

皇
祖
憲
公
・
皇
考
昭
伯

皇
祖
考

皇
考
恵
叔

皇
考
究
公

皇
祖
穆
公
・
聖
祖
幽
大
叔
・
整
叔

和
文

皇
祖
・
皇
考

皇
祖
考

皇
考
恵
叔

皇
考
究
公
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はじまりの記憶（松井）

　
　
叔
向
父
禺
釜
（
四
二
単
一
・
皿
B
）
　
　
　
　
　
　
皇
考
・
先
週
祖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
祖
幽
大
叔

　
　
大
克
鼎
（
二
八
三
六
・
匿
B
）
　
　
　
　
　
　
　
　
文
祖
師
華
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
祖
師
華
父

　
　
遼
鐘
（
近
山
山
～
○
詣
バ
ー
〇
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
王
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
謹
考
丘
川
前

　
　
践
鼎
（
署
古
与
文
惣
二
〇
〇
五
増
刊
）
　
　
，
　
皇
高
祖
師
長
・
亜
祖
師
□
・
亜
禮
師
□
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亜
祖
師
僕
・
王
父
師
彪
・
皇
考
師
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
部
に
作
器
対
象
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
井
人
人
安
鐘
銘
の
和
父
の
よ
う
に
作
話
者
と
の
関
係
が
わ
か
ら
な
い
も
の
も
含
ま
れ

る
が
、
買
置
旅
鐘
銘
の
皇
考
恵
叔
、
師
望
鼎
銘
の
皇
考
究
公
、
大
漁
鼎
銘
の
文
祖
師
華
父
な
ど
、
自
述
銘
文
が
言
及
す
る
祖
先
と
青
銅
鼻
器
の

作
器
対
象
は
原
則
～
致
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
遽
盤
と
同
じ
速
の
作
器
に
か
か
る
速
鐘
銘

　
　
速
が
申
し
上
げ
ま
す
。
顕
か
な
る
わ
が
父
上
（
朕
皇
考
）
は
、
よ
く
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
、
ご
先
祖
（
先
祖
考
）
の
徳
に
な
ら
い
、
先
王
に
お
仕
え
に

　
　
な
ら
れ
ま
し
た
。
蓬
は
こ
主
君
に
お
仕
え
し
、
夙
夜
怠
る
こ
と
な
く
、
そ
の
職
務
に
慎
ん
で
お
り
ま
す
。
天
子
は
、
わ
が
ご
先
祖
が
よ
く
つ
と
め
ら
れ
た

　
　
こ
と
を
お
想
い
に
な
り
、
速
に
多
く
の
恩
寵
を
賜
り
、
四
方
の
虞
と
林
と
を
管
轄
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
遼
は
天
子
の
顕
か
な
る
恩
寵
に
誓
え
揚
げ
、
わ
が
父
上
共
叔
（
朕
皇
考
共
叔
）
の
和
鐘
を
作
り
ま
す
。
こ
の
鐘
を
奏
で
て
祭
詑
を
お
こ
な
い
、
ご
先
祖

　
　
　
（
前
文
人
）
を
お
招
き
い
た
し
ま
す
。
ご
先
祖
は
天
上
に
お
ら
れ
、
わ
た
く
し
に
多
く
の
幸
い
、
長
寿
を
お
降
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
遽
よ
、
長
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
に
し
て
い
つ
ま
で
も
天
子
に
仕
え
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
ま
で
、
永
久
に
こ
の
鐘
を
宝
と
せ
ん
こ
と
を
。

は
、
速
の
亡
き
父
の
徳
望
を
讃
え
る
も
の
だ
が
、
そ
の
父
と
は
速
盤
銘
が
属
王
に
仕
え
た
と
記
し
て
い
た
共
叔
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
わ
が
父

上
共
叔
の
和
鐘
」
と
は
、
こ
の
鐘
が
そ
の
共
叔
を
祀
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
述
銘
文
の
性
格
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
遽
盤
銘
の
第
三
段
に
み
え
る
盤
の
作
器
対
象
「
わ
が
祖
先
（
朕
皇
祖

考
）
」
と
は
、
第
一
段
の
自
述
銘
文
で
速
が
雷
及
す
る
皇
高
祖
単
公
か
ら
速
の
父
共
叔
ま
で
の
黒
氏
七
代
の
祖
先
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
遽
は
七
代
の
祖
先
た
ち
に
む
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
が
歴
代
の
周
王
に
仕
え
て
き
た
こ
と
を
語
り
か
け
る
と
と
も
に
、
速
自
身
も
ま
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た
彼
ら
祖
先
に
な
ら
っ
て
天
子
（
雪
叩
）
に
お
仕
え
し
、
そ
の
恩
寵
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
映
西
省
文
物
局
・
申
華
世
紀
壇
芸
術
銀
建
『
盛
徳
吉
金
－
陳
西
郡
鶏
眉
県
青

　
銅
器
賢
聖
瞼
（
北
京
出
版
社
出
版
集
団
・
北
京
鐵
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。

②
西
周
期
の
青
銅
器
銘
で
三
五
〇
字
を
越
え
る
も
の
は
、
こ
の
蓮
盤
銘
を
除
け
ば
、

　
散
氏
盤
（
三
五
〇
字
）
・
晋
侯
蘇
編
鐘
（
三
五
五
字
）
・
小
孟
鼎
（
約
王
九
〇

　
字
）
・
毛
公
鼎
（
四
九
九
字
）
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

③
松
井
嘉
徳
「
記
憶
さ
れ
る
西
周
史
　
速
盤
銘
の
解
読
」
（
咽
東
洋
史
研
究
睡

　
第
六
四
巻
柚
弟
｝
二
皿
万
、
一
一
〇
〇
五
隔
牛
）
。

④
以
下
に
引
用
す
る
青
銅
器
銘
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
そ
の
訳
を
示
す
こ
と
と

　
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
銘
文
の
隷
定
・
誤
読
に
つ
い
て
は
異
説
も
多
く
、
本

　
稿
で
示
し
た
訳
も
ま
た
一
応
の
も
の
で
し
か
な
い
。

⑤
遽
盤
門
白
日
、
　
顕
朕
皇
高
祖
単
公
、
颯
々
克
明
哲
密
議
、
爽
召
文
王
・
武
王
、

　
黒
蓋
、
膚
受
天
手
遊
、
飼
有
四
方
、
並
並
鈴
懸
彊
土
、
用
配
上
帝
、
孚
朕
皇
高
祖

　
公
叔
、
克
速
匹
望
事
、
借
受
大
命
、
方
響
不
享
、
用
命
四
国
・
万
邦
、
寧
朕
皇
高

　
祖
新
室
仲
、
克
幽
明
蕨
’
5
、
柔
遠
謀
獣
、
会
召
康
王
、
方
懐
不
廷
、
寧
鳥
目
高
祖

　
恵
三
蓋
父
、
整
和
子
政
、
有
成
子
猷
、
県
会
昭
然
・
穆
王
、
藩
政
四
方
、
撲
伐
楚

　
荊
、
掌
朕
皇
商
黒
鯛
伯
、
舞
明
霊
媒
、
不
墜
□
服
、
朋
辟
共
裏
・
撚
王
、
挙
朕
皇

　
亜
祖
幣
仲
、
数
諌
々
、
克
飼
保
厭
辟
孝
王
・
夷
王
、
有
成
子
周
邦
、
季
語
皇
考
共

　
叔
、
　
戸
々
趨
隅
々
、
　
和
訥
f
T
政
、
　
田
W
薩
限
f
T
佃
P
、
　
山
皐
・
佐
斜
里
⊥
、
　
油
迷
酪
幽
俳
朕
白
黒
祖
瀞
考
胆
服
、

　
慶
夙
夜
、
敬
朕
死
事
、
黙
天
子
多
賜
蓬
休
、
天
子
、
其
万
年
無
膿
、
薯
黄
霧
、
保

　
璽
周
邦
、
諌
欝
四
方
、
王
若
日
、
蓬
、
　
顕
文
武
、
膚
受
大
命
、
飼
有
四
方
、
則

　
縣
佳
乃
先
聖
祖
考
、
爽
召
先
王
、
爵
勤
大
命
、
今
余
佳
経
厭
乃
先
聖
祖
考
、
躍
褻

　
乃
命
、
命
汝
疋
声
言
、
執
嗣
四
方
虞
・
林
、
用
宮
御
、
賜
汝
赤
島
・
幽
黄
・
孜
勒
、

　
速
敢
対
天
子
　
顕
魯
休
揚
、
豊
作
朕
皇
祖
考
宝
隙
盤
、
用
追
享
孝
子
前
文
入
、
前

　
文
人
厳
在
上
、
翼
在
下
、
鼓
々
景
々
、
降
蓮
魯
多
福
、
眉
寿
縛
維
、
授
余
康
鏡
純

　
祐
、
通
信
永
命
、
霊
感
、
遽
、
磁
器
天
子
、
子
々
孫
々
、
永
当
用
買
」
。

⑥
武
者
章
「
西
周
王
権
と
王
統
灘
酒
（
『
史
学
瞼
第
七
五
巻
第
百
万
、
二
〇
〇
六

　
年
）
は
、
松
井
嘉
徳
門
記
憶
さ
れ
る
西
周
史
」
（
前
掲
）
、
あ
る
い
は
松
井
嘉
徳

　
「
呉
虎
鼎
銘
考
釈
一
西
周
後
期
、
宣
王
朝
の
実
像
を
求
め
て
」
（
『
目
黒
』
第
六

　
～
号
、
二
〇
〇
四
年
）
で
示
し
た
こ
の
解
釈
を
批
判
す
る
。
蓮
盤
銘
の
記
載
を

　
「
史
実
偏
（
七
二
頁
）
と
す
る
前
提
に
た
っ
た
う
え
で
、
「
迷
盤
銘
で
は
、
『
襲
王

　
（
共
王
の
こ
と
松
井
補
う
認
・
州
熱
幽
幽
・
心
打
王
（
孝
王
の
こ
と
松
井
補

　
う
）
隔
と
父
子
関
係
で
王
位
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
西
門
王
朝
の
王

　
統
は
、
…
…
飽
く
ま
で
も
直
系
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
嫡
長
子

　
制
で
あ
っ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
単
氏
家
譜
の
如
く
王
統
は
、
形
の
上
で

　
父
子
関
係
で
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
六
七
頁
）
と
述
べ
、
掌
篇
を
共
王

　
の
弟
と
す
る
『
史
記
暁
周
本
紀
記
載
の
王
統
譜
を
否
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
コ
ニ
王
と
八
世
代
の
挫
の
家
系
の
関
係
は
、
不
自
然
で
あ
り
、
何
ら
か
の
背
景

　
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
松
丸
道
雄
発
言
（
七
二
頁
）
を
引
い
て

　
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
不
自
然
扁
さ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
こ
そ
考
察
す
べ
き

　
で
あ
る
。
第
二
章
注
⑬
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ン
ゼ
ン
の
主
張
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
林
巳
奈
夫
『
股
周
時
代
青
銅
器
の
研
究
股
周
青
銅
器
綜
覧
罵
（
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
八
四
年
）
。

⑧
以
下
、
青
銅
器
銘
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
初
出
に
際
し
て
『
股
周
金
文

　
集
成
塩
（
中
華
書
周
、
｝
九
八
四
～
九
四
年
。
以
下
『
集
成
』
）
、
あ
る
い
は
『
近

　
購
買
周
金
文
集
録
輪
（
中
華
薬
局
、
二
〇
〇
二
年
。
以
下
咽
近
出
』
）
の
著
録
番
号
、

　
お
よ
び
林
巳
奈
夫
前
掲
轡
の
編
年
案
を
付
す
。
ま
た
隅
集
成
』
凹
岩
出
隔
に
著
録

　
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
そ
の
出
典
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

⑨
沈
子
也
難
「
也
日
、
拝
稽
首
、
敢
眼
提
帯
朕
吾
考
、
令
乃
至
沈
子
、
作
級
子
周

　
公
儀
、
捗
二
公
」
。

⑩
戚
方
鼎
「
戚
日
、
鳥
嘩
、
画
讃
念
戚
群
烈
考
印
影
、
王
罵
厳
威
乃
子
戒
、
率
虎
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はじまりの記憶（松井）

　
臣
追
書
戎
、
田
紳
、
鳥
撃
、
朕
文
脈
甲
公
・
文
母
B
庚
、
ざ
休
望
事
、
安
永
宕
乃

　
子
戚
心
、
安
永
襲
剥
身
、
興
復
享
干
天
子
、
唯
腰
使
乃
子
戚
、
万
年
漫
事
天
子
、

　
母
有
界
干
瓢
身
、
戚
拝
稽
首
、
対
照
王
命
、
用
作
文
聖
日
庚
宝
紅
葉
舞
、
用
穆
々

　
夙
夜
隙
、
享
孝
繧
福
、
其
子
々
孫
々
、
五
宝
叢
烈
」
。

⑪
ロ
ー
タ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
（
吉
本
道
雅
訳
）
暢
周
代
中

　
国
の
社
会
考
古
学
㎞
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
は
「
献
呈
者
」

　
と
の
表
現
を
用
い
る
が
、
本
稿
で
は
よ
り
一
般
的
な
贋
作
器
者
扁
の
語
を
用
い
る

　
こ
と
と
す
る
。

⑫
戒
箆
（
四
三
；
T
H
B
）
に
「
臣
子
域
拝
稽
首
、
対
揚
文
母
福
烈
、
用
作
文

　
母
日
立
宝
隙
箆
、
卑
乃
子
戚
万
年
、
用
夙
夜
隙
、
享
孝
子
回
文
母
、
其
子
々
孫
々
、

　
永
室
」
と
あ
り
、
こ
の
青
銅
葬
器
も
ま
た
「
縦
子
」
戒
が
亡
き
土
日
庚
の
祭
祀
に

　
供
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑬
「
乃
子
」
の
表
現
は
ほ
か
に
乃
雨
曇
（
五
三
〇
六
・
I
A
）
「
乃
子
作
父
庚
宝

　
隙
弊
扁
・
乃
子
作
父
辛
頗
（
九
二
四
・
H
）
「
乃
子
作
父
辛
宝
隙
弊
」
・
軽
子
克
鼎

　
（
二
七
一
二
）
「
□
辛
画
塾
燕
子
克
暦
、
宣
綜
五
十
銭
、
屠
作
父
辛
宝
隙
鼻
」
に

　
み
え
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
亡
き
父
の
祭
肥
に
供
さ
れ
る
青
銅
弊
器
で
あ
る
。

⑭
銘
文
中
の
二
型
公
扁
が
誰
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
。

　
た
と
え
ば
嘉
承
源
主
編
『
商
標
青
銅
器
銘
文
懸
隔
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八

　
年
）
は
「
班
的
父
考
」
と
の
注
釈
を
付
し
て
い
る
が
、
白
川
静
『
金
文
通
釈
匝

　
（
白
鶴
美
術
館
誌
第
一
五
輯
、
一
九
六
六
年
。
の
ち
噸
白
川
静
著
作
集
別
巻
　
金

　
文
通
釈
｝
巖
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
こ
の
「
皇
公
」
を
班
箆
銘
「
趙
命
日
、

　
強
敵
族
、
従
父
征
」
の
「
父
」
、
す
な
わ
ち
班
の
下
輩
に
あ
た
る
毛
公
だ
と
考
え

　
て
い
る
。

⑮
班
簸
「
班
鐸
稽
首
日
、
烏
摩
、
　
杯
揚
悪
習
、
受
京
宗
驚
薩
、
芸
文
王
・
王
似

　
聖
孫
、
登
干
大
服
、
広
成
厭
工
、
文
王
孫
、
亡
弗
懐
型
、
亡
克
競
嵌
烈
、
班
非
敢

　
覚
、
佳
作
黙
考
爽
、
日
大
政
、
子
々
孫
多
世
、
其
永
宝
扁
。

⑯
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
前
掲
暑
は
、
こ
の
時
期
に
「
上
議
後
期
難
壁
改
革
」
が

　
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
、
祖
先
祭
祀
に
関
し
て
は
、
「
動
的
で
狂
暴
で
さ
え
あ
る

　
身
振
り
を
中
心
と
す
る
『
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
』
儀
礼
か
ら
、
新
し
い
ず
っ
と
形

　
式
化
さ
れ
た
『
ア
ポ
ロ
的
臨
性
格
の
儀
式
へ
と
い
う
…
…
宗
教
的
転
向
を
暗
示
す

　
る
」
（
四
八
頁
）
と
述
べ
、
注
で
は
「
ト
ラ
ン
ス
状
態
で
祖
先
と
交
流
で
き
る
宗

　
教
的
な
専
門
家
が
、
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
祖
先
と
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
正
当
化

　
さ
れ
た
非
專
門
家
の
『
一
睡
に
交
代
し
た
こ
と
は
、
リ
ネ
ー
ジ
内
部
に
お
け
る
権

　
力
の
規
則
正
し
い
伝
承
を
保
証
す
る
疑
い
な
く
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
下
し
た
扁

　
と
敷
街
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
西
周
後
期
」
を
前
八
五
〇
年
頃
に
か
け
る
こ
と
に

　
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
「
解
題
」
に
批
判
が
あ
る
。

⑰
二
式
痕
鐘
「
癖
日
、
釜
顕
高
祖
・
亜
祖
・
文
考
、
克
明
厭
心
、
疋
歩
掛
蕨
威
儀
、

　
用
辟
先
王
、
癖
不
敢
弗
世
運
考
、
乗
明
徳
、
圏
夙
夕
、
左
歩
氏
、
皇
車
楽
換
身
愁
、

　
賜
倣
、
敢
作
文
人
大
宝
協
和
鐘
、
…
…
」
。

⑱
一
式
痩
鐘
「
痩
麺
々
、
夙
夕
襲
撃
、
追
孝
干
皇
祖
辛
公
・
文
祖
乙
公
・
皇
考
丁

　
公
和
林
鐘
」
。

⑲
一
式
癖
鐘
・
一
式
千
里
と
い
っ
た
青
銅
鼻
器
は
、
㎝
九
七
六
年
＝
万
に
陳
西

　
省
扶
風
県
の
荘
白
一
号
讐
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
微
氏
家
族
青
銅
器
群
に

　
含
ま
れ
る
。
こ
こ
に
は
後
に
言
及
す
る
史
差
響
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
膏

　
銅
器
銘
に
よ
っ
て
、
微
氏
家
族
の
家
系
は
、
武
王
葉
面
以
前
の
高
祖
に
は
じ
ま
り
、

　
武
王
克
股
以
後
は
、
烈
祖
一
義
祖
－
析
（
田
下
祖
辛
・
皇
祖
一
再
）
1
豊
（
乙

　
公
・
文
無
隅
田
）
1
史
藩
（
皇
考
丁
公
）
一
撰
と
続
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

　
る
。
サ
盛
平
巨
編
『
西
男
声
氏
家
族
青
銅
器
群
研
究
臨
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九

　
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
邦
文
で
は
、
池
沢
優
「
孝
」
思
想
の
宗
教
学
的
研
究

　
i
古
代
中
国
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
の
思
想
的
発
展
臨
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

　
〇
〇
二
年
）
第
二
章
「
累
累
春
秋
時
代
の
孝
と
祖
先
崇
拝
」
に
微
氏
家
族
青
銅
器

　
群
の
総
括
的
な
分
析
が
あ
る
。

⑳
た
と
え
ば
明
尚
害
』
再
試
過
書
「
追
孝
子
笹
文
人
扁
の
偽
孔
伝
に
「
以
善
使
追

　
孝
於
前
文
徳
之
人
」
と
あ
る
。
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⑳
痩
箆
「
聖
日
、
顕
皇
祖
考
、
嗣
威
儀
、
用
辟
先
王
、
不
敢
為
費
用
夙
夕
、
王
対

　
癖
想
、
賜
楓
、
作
祖
考
箆
、
…
…
」
。

⑫
　
番
生
篤
（
四
三
二
六
・
盟
A
）
は
「
番
生
田
」
と
の
文
雷
を
も
た
な
い
が
、
そ

　
の
内
容
か
ら
自
述
形
式
と
み
な
し
う
る
。
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
祖
先
は
「
皇
祖

　
考
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

㊧
　
叔
向
父
萬
箆
銘
「
叔
向
父
禺
日
、
余
小
子
、
嗣
朕
皇
考
、
肇
轡
型
先
属
隷
、
恭

　
明
徳
、
乗
威
儀
、
用
瀦
國
璽
保
我
邦
・
我
家
、
作
朕
皇
祖
幽
大
叔
隙
箆
」
は
、
祖

　
考
の
事
績
に
言
及
し
な
い
点
に
お
い
て
、
自
述
銘
文
と
し
て
は
や
や
異
例
で
あ
る
。

　
作
器
の
対
象
と
さ
れ
る
皇
祖
幽
大
叔
は
、
同
｝
人
物
の
作
器
に
か
か
る
禺
鼎
銘
に

　
聖
摂
幽
大
叔
と
し
て
み
え
て
い
る
。

⑳
速
鐘
「
速
日
、
全
層
朕
皇
考
、
克
三
明
厭
心
、
帥
屠
二
三
祖
考
政
徳
、
享
辟
先

　
王
、
遼
御
子
豚
辞
、
不
遜
墜
、
慶
事
夕
、
敬
厭
死
事
、
天
子
経
朕
先
祖
服
、
多
賜

　
遙
休
命
、
執
嗣
四
方
虞
・
林
、
速
敢
対
天
子
　
顕
魯
厚
揚
、
用
量
朕
皇
考
共
叔
和

　
鐘
、
重
々
翼
々
、
華
々
黙
々
、
用
追
孝
、
昭
筆
洗
侃
前
文
入
、
前
文
人
類
在
上
、

　
鼓
々
温
々
、
降
余
多
福
康
魏
・
純
祐
永
命
、
迷
、
其
万
年
眉
寿
、
眈
臣
天
子
、

　
子
々
孫
々
、
永
宝
」
。
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二
　
は
じ
ま
り
の
時

　
速
達
銘
の
第
二
段
は
「
王
若
日
」
で
導
入
さ
れ
る
弁
解
の
命
令
（
冊
命
）
文
を
記
録
し
て
い
た
。
「
遽
よ
、
顕
か
な
る
文
王
・
繋
累
（
　
顕
文

武
）
は
、
天
の
大
命
を
受
け
、
四
方
を
領
有
さ
れ
た
。
な
ん
じ
の
祖
先
（
乃
先
聖
祖
考
）
は
、
先
王
を
輔
弼
し
、
よ
く
大
命
に
つ
と
め
た
。
今
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

余
は
な
ん
じ
の
祖
先
を
想
い
、
な
ん
じ
へ
の
命
を
か
さ
ね
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
藩
王
・
武
王
に
よ
る
王
朝
の
創
建
と
、
速
の
「
祖

考
」
が
「
先
王
」
に
仕
え
て
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
文
安
・
武
王
を
一
組
と
し
、
そ
こ
に
王

朝
の
「
は
じ
ま
り
」
を
か
け
る
欝
説
は
、
た
と
え
ば
、
師
訥
篤
銘
（
四
三
廻
じ

　
　
　
王
は
か
く
申
さ
れ
た
（
王
若
日
）
。
師
絢
よ
、
顕
か
な
る
併
合
・
武
王
（
　
顕
文
武
）
は
、
天
命
を
受
け
、
股
の
民
衆
を
お
い
た
み
に
な
ら
れ
た
。
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
じ
の
祖
先
（
乃
聖
祖
考
）
は
、
よ
く
先
王
を
た
す
け
、
そ
の
爪
牙
と
な
っ
て
、
そ
の
鴛
を
輔
弼
し
、
大
命
を
さ
だ
め
た
。

あ
る
い
は
、
乖
伯
箆
銘
（
四
三
三
一
）

　
　
　
王
は
か
く
申
さ
れ
た
。
乖
伯
よ
、
わ
が
顕
か
な
る
祖
文
王
・
武
鑑
（
朕
　
藤
野
文
武
）
は
、
大
命
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
。
な
ん
じ
の
祖
（
乃
祖
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
自
ら
の
国
か
ら
来
た
っ
て
先
王
を
た
す
け
た
。

な
ど
・
窟
の
中
期
頃
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
似
そ
の
後
師
克
餐
開
六
七
－
緬
）
．
毛
公
墾
一
八
黒
血
聡
）
・
そ
し
て
速
耳



はじまりの記憶（松井）

（
四
十
二
年
速
鼎
・
四
幅
二
年
遽
鼎
）
と
い
っ
た
青
銅
器
銘
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
速
盤
銘
第
一
段
の
自
述
が
皇
高
祖
単
公
を
文
王
・
武
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
二
王
に
か
け
て
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
言
説
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
文
王
・
武
王
に
よ
る
王
朝
の
創
建
は
、
本
来
、
寺
門
と
武
門
が
別
々
の
役
割
を
担
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
史
將
盤
銘
（
一
〇
一
七
五
・
H
）
に
、

　
　
む
か
し
の
伝
統
を
大
切
に
さ
れ
る
文
王
が
、
調
和
し
た
統
治
を
行
わ
れ
た
と
き
、
上
帝
は
す
ば
ら
し
い
徳
を
文
王
に
降
し
、
大
き
く
力
添
え
を
さ
れ
て
、

　
　
文
王
に
天
と
地
と
を
併
せ
持
た
せ
、
～
万
も
の
邦
々
を
ま
と
め
て
授
け
ら
れ
た
。

　
　
実
行
力
に
富
む
事
済
は
、
四
方
の
国
々
を
征
服
し
、
股
王
朝
に
打
撃
を
あ
た
え
、
民
た
ち
を
正
し
く
導
い
た
。
い
つ
ま
で
も
安
定
が
保
た
れ
る
よ
う
に
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
盧
や
微
を
征
伐
し
、
夷
や
童
を
征
伐
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
あ
る
よ
う
に
、
王
朝
の
創
建
は
文
王
の
受
命
と
武
王
の
厳
器
と
い
う
二
つ
の
出
来
事
に
分
か
た
れ
て
い
た
。
第
一
章
で
み
た
班
篤
銘
「
お
お

い
な
る
わ
が
皇
恩
は
、
王
室
の
美
福
を
お
う
け
に
な
り
、
文
王
・
王
似
の
こ
子
孫
に
育
ま
れ
、
高
い
地
位
に
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
を
成
就
さ
れ

ま
し
た
。
文
王
の
子
孫
は
、
そ
れ
を
模
範
と
せ
ぬ
も
の
は
な
く
、
そ
の
功
績
に
な
ら
ぶ
も
の
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
は
、
王
朝
の
真
の
「
は
じ
ま

り
」
が
武
王
の
克
般
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
墨
と
そ
の
妃
で
あ
る
土
穿
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

　
　
げ
に
や
天
の
命
、
あ
あ
穆
う
し
て
已
ま
ず
、
あ
あ
顕
か
な
る
か
な
、
文
王
の
徳
の
純
な
る
、
何
を
以
て
我
を
仙
み
た
も
う
、
わ
れ
そ
れ
こ
れ
を
受
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
す
え
ず
え
⑧

　
　
怠
ら
ず
文
王
の
道
に
順
わ
む
、
曾
孫
こ
れ
を
篤
う
せ
よ
。
（
維
天
之
命
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い

　
　
げ
に
清
く
光
り
わ
た
れ
る
、
文
王
の
典
、
始
め
て
天
を
祀
り
て
よ
り
、
今
に
至
る
ま
で
そ
れ
も
て
功
を
成
せ
り
、
げ
に
わ
が
周
の
禎
な
る
か
な
。
（
維

　
　
⑩

　
　
清
）

と
い
っ
た
『
詩
経
』
周
頒
・
清
廟
之
什
に
お
さ
め
ら
れ
た
宗
廟
で
の
廟
歌
も
ま
た
、
王
朝
の
「
は
じ
ま
り
」
を
文
王
に
求
め
て
お
り
、
班
箆
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
残
さ
れ
た
西
周
期
の
雷
説
を
保
存
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
文
學
・
二
王
の
統
言
に
よ
っ
て
王
朝
の
「
は
じ
ま
り
」
に
言
及
し
て
い
た
速
盤
銘
第
二
段
の
王
言
は
、
続
い
て
速
の
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
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に
言
及
し
て
い
た
。
銅
盤
銘
第
～
段
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
こ
の
「
祖
考
」
が
皇
高
祖
単
公
・
皇
高
祖
公
田
・
皇
高
祖
新
室
仲
・
皇
高
祖
恵

仲
蓋
父
・
皇
高
祖
零
伯
・
皇
亜
祖
諮
仲
・
皇
考
共
叔
の
単
氏
七
代
、
「
先
王
」
と
は
文
王
・
武
王
、
同
軸
、
康
王
、
昭
王
・
穆
王
、
共
王
・
抽

斗
、
孝
王
・
魔
王
、
属
王
の
＝
代
の
聖
王
を
指
し
て
お
り
、
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
の
君
臣
関
係
が
具
体
的
に
、
換
言
す
れ
ば
「
歴
史
的
」

に
想
起
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
師
詞
箆
銘
や
乖
伯
箆
銘
の
王
事
が
言
及
す
る
「
祖

考
」
と
「
先
王
」
も
ま
た
、
速
盤
銘
と
同
様
に
、
個
別
具
体
的
な
周
王
と
祖
先
の
名
を
念
頭
に
置
く
「
歴
史
的
」
な
文
一
蕎
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
の
か
か
わ
り
に
言
及
す
る
青
銅
器
銘
は
、
速
盤
銘
第
一
段
と
同
じ
自
運
の
銘
文
と
、
速
盤
銘
第
二
段
と
同
じ
冊
命
の

王
雷
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
、
速
心
々
と
同
じ
く
こ
の
両
者
を
併
せ
も
つ
虎
二
七
（
近
日
四
九
一
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
ょ

、
つ
。

　
　
王
は
内
乳
を
呼
び
、
虎
に
冊
命
ぜ
よ
、
と
申
し
つ
け
ら
れ
た
。
曰
く
、
な
ん
じ
の
祖
先
（
乃
祖
考
）
は
先
王
に
仕
え
、
虎
臣
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。
今
、
わ

　
　
れ
は
汝
に
申
し
つ
け
る
、
な
ん
じ
の
祖
先
を
つ
ぎ
（
更
乃
撫
考
）
、
師
戯
を
た
す
け
、
走
馬
駅
人
と
五
雲
走
馬
金
人
を
つ
か
さ
ど
れ
。
…
…
。
虎
う
や
う

　
　
や
し
く
ぬ
か
ず
き
て
、
天
子
の
大
い
な
る
恩
寵
に
対
え
揚
げ
ま
す
。

　
　
虎
が
申
し
上
げ
ま
す
（
虎
日
）
。
顕
か
な
る
わ
が
ご
先
祖
（
朕
烈
祖
考
）
は
、
こ
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
先
王
に
お
仙
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
天
子
は
そ

　
　
の
子
孫
（
厭
孫
子
）
を
お
忘
れ
に
な
ら
ず
、
官
職
を
お
与
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
天
子
よ
、
万
年
ま
で
こ
の
命
を
か
さ
ね
ら
れ
ん
こ
と
を
。
虎
は
父
日
庚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
（
文
考
日
庚
）
の
隙
箆
を
作
り
ま
す
。
子
々
孫
々
ま
で
、
永
く
宝
と
し
、
つ
つ
し
ん
で
宗
廟
で
祭
祀
を
と
り
お
こ
な
わ
ん
こ
と
を
。

　
銘
文
第
～
段
の
冊
命
の
早
言
で
は
、
作
器
者
虎
の
「
祖
考
」
が
「
先
王
」
に
仕
え
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
虎
に
「
祖
考
」
の
職

事
を
嗣
ぐ
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
な
ん
じ
の
祖
先
を
つ
ぎ
（
更
乃
祖
考
ご
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
し
た
文
雷
は
、
た
と
え
ば
虎
笙
と
同
じ

く
虎
（
師
虎
）
の
作
器
に
か
か
る
師
虎
箆
銘
（
四
三
～
六
・
H
B
）

　
　
王
は
内
仁
平
を
呼
び
、
虎
に
冊
命
ぜ
よ
、
と
申
し
つ
け
ら
れ
た
。
王
は
か
く
申
さ
れ
た
。
虎
よ
、
先
王
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
な
ん
じ
の
祖
先
（
乃
祖
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はじまりの記憶（松井）

　
　
考
）
の
職
事
を
命
じ
、
左
右
戯
繁
荊
を
つ
か
さ
ど
ら
さ
れ
た
。
今
、
わ
れ
は
先
王
の
命
に
な
ら
い
、
な
ん
じ
に
命
じ
て
な
ん
じ
の
祖
先
を
つ
ぎ
（
更
乃
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
考
）
、
左
右
戯
繁
荊
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
。

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
冊
命
の
常
套
句
で
あ
り
、
当
時
の
職
事
が
世
襲
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
繋
累
銘
の
王
言
は
虎
に
「
祖
考
」
以

来
の
世
襲
的
職
事
を
命
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
う
け
て
「
虎
日
」
で
導
入
さ
れ
る
虎
の
申
述
は
、
虎
の
「
祖
考
」
が
「
先
王
」
に
仕
え
た
こ
と
、

周
王
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
虎
に
職
事
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
詔
命
の
予
言
で
確
認
さ
れ
た
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
と
の
か
か
わ

り
が
、
虎
の
「
祖
考
」
た
ち
に
対
す
る
語
り
の
な
か
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
に
お
い
て
も
、
「
祖
考
」
と

「
先
王
」
の
名
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
は
じ
ま
り
の
時
」
に
す
ら
言
及
し
な
い
銘
文
の
な
か
で
、
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
は
そ
の
固
有

名
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
集
合
的
な
記
憶
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
挙
げ
た
自
述
銘
文
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
よ
う
。
二
式
量
鐘
銘
「
痩
が
申
し
上
げ
ま
す
。
顕
か
な
る
高
祖
・
亜
祖
・
父
上
は
、

そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
、
サ
ロ
の
威
儀
を
た
す
け
て
、
先
王
に
仕
え
ら
れ
ま
し
た
」
、
癖
箆
銘
「
痩
が
申
し
上
げ
ま
す
。
顕
か
な
る
ご
先
祖
は
、

威
儀
を
修
め
、
先
王
に
仕
え
ら
れ
ま
し
た
」
の
二
銘
は
、
痩
の
「
祖
考
」
が
徳
望
を
も
っ
て
「
先
王
」
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。

痩
の
高
祖
・
亜
祖
と
呼
ば
れ
た
「
祖
考
」
を
先
の
推
測
の
よ
う
に
痩
の
曾
祖
父
辛
公
・
祖
父
雷
公
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
痩
の

「
祖
考
」
た
ち
は
い
く
ぶ
ん
個
別
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
仕
え
た
で
あ
ろ
う
周
王
は
「
先
王
」
と
一
括

さ
れ
、
そ
の
固
有
名
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
自
述
銘
文
の
な
か
か
ら
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
の
か
か
わ
り
に
言
及
す
る
も
の
を

抽
出
す
れ
ば
、
単
伯
三
生
鐘
「
皇
祖
・
烈
考
－
先
王
」
・
梁
雷
干
「
皇
祖
十
一
先
王
」
・
師
望
鼎
「
皇
考
寛
公
…
先
王
」
・
禺
鼎
「
皇
祖
穆
公
一

先
王
」
、
そ
し
て
墨
壷
「
皇
考
一
先
王
」
の
五
つ
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
単
心
覚
生
鐘
・
梁
其
鐘
銘
に
み
え
る
「
先
王
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
皇
祖
あ
る
い
は
皇
祖
考
が
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
特
定
の
周
王
に
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
師

九
鼎
銘
の
皇
考
究
公
が
仕
え
た
「
先
王
」
、
あ
る
い
は
禺
鼎
銘
の
皇
祖
穆
公
が
仕
え
た
「
先
王
」
は
、
祖
考
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
特
定
の
周
王
に
同
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
町
名
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
速
鐘
銘
で
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速
の
亡
き
父
が
仕
え
た
と
さ
れ
る
「
先
王
」
も
ま
た
、
速
盤
銘
の
既
述
に
従
え
ば
龍
王
を
指
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
名
を
用
い
よ

う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
冊
命
の
二
言
、
あ
る
い
は
自
述
の
銘
文
が
言
及
す
る
「
祖
考
」
あ
る
い
は
「
先
王
」
は
、
基
本
的
に
固
有
名
を
と

も
な
わ
な
い
集
合
的
な
「
祖
考
」
・
「
先
王
」
で
あ
り
、
固
有
名
を
と
も
な
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
語
り
は
非
「
歴
史
的
」
な
も
の
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
㎎
・
単
氏
七
代
と
周
王
＝
代
と
の
君
臣
関
係
を
執
拗
に
・
か
つ
歴
史
的
」
に
証
叩
ろ
う
と
す
る
落
盤
銘
笙
段
は
・
一
般
的

な
自
述
銘
文
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
冊
命
の
王
書
と
自
述
の
銘
文
を
併
せ
も
つ
今
ひ
と
つ
の
青
銅
器
銘
に
大
克
鼎
が
あ
る
。
そ
の
第
一
段
は
「
克
日
」
で
始
ま
る
自
筆
銘
文
、
第

二
段
は
「
王
若
日
」
に
導
か
れ
る
冊
命
の
王
言
だ
が
、
そ
の
第
～
段
の
零
話
に
は
、

　
　
克
が
申
し
上
げ
ま
す
。
う
る
わ
し
き
わ
が
文
祖
師
華
父
（
朕
文
祖
師
華
父
）
は
、
そ
の
心
も
聡
く
、
は
か
り
ご
と
を
安
寧
に
さ
れ
、
そ
の
徳
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
君
た
る
共
王
（
廠
辟
共
王
）
を
補
佐
し
、
王
家
を
お
治
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

と
あ
り
、
作
器
者
克
の
祖
師
正
倉
が
共
王
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
明
雷
さ
れ
て
い
る
。
大
克
鼎
は
速
関
係
器
に
や
や
先
行
す
る
青
怨
讐
器
で
あ

⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
、
従
っ
て
、
共
王
に
仕
え
た
祖
師
華
父
は
作
器
者
克
の
三
代
な
い
し
は
四
代
前
の
祖
先
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遽
盤
卑
下
一
段
が
言
及

す
る
祖
先
の
世
代
深
度
に
は
い
ま
套
よ
ば
な
い
⑫
芳
で
祖
考
」
と
「
奎
」
に
固
有
名
が
憂
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
よ
り
岩
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

銘
に
近
い
「
歴
史
的
」
な
記
述
へ
と
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
詩
経
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
江
漢
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
王
、
召
虎
に
命
じ
た
ま
い
ぬ
、
あ
ま
ね
く
に
王
化
を
布
け
、
そ
の
か
み
文
王
・
武
王
が
命
う
け
し
と
き
（
文
武
受
命
）
、
汝
が
祖
召
公
は
そ
の
ま
も
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
わ
ぬ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
　
　
こ
と
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ち

　
　
り
き
、
わ
れ
を
小
子
と
結
う
な
か
れ
、
汝
が
根
召
公
の
い
さ
お
を
嗣
ぎ
て
、
戎
の
公
を
疾
く
は
げ
ま
ば
、
そ
れ
も
と
汝
に
福
を
ば
錫
わ
む
と
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
み

　
　
召
虎
う
や
う
や
し
く
ぬ
か
ず
き
て
、
王
の
め
ぐ
み
に
言
え
揚
げ
、
器
に
銘
を
刻
ん
で
召
公
を
ま
つ
り
、
天
子
が
み
い
の
ち
こ
と
ほ
ぎ
ま
つ
る
、
つ
と
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
や
ま
ぬ
お
お
君
の
、
よ
き
ほ
ま
れ
止
む
と
き
な
し
、
そ
の
お
ん
徳
を
し
き
つ
ら
ね
、
四
方
の
国
に
も
あ
ま
ね
か
ら
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
叙
事
詩
に
は
、
文
王
・
武
王
受
命
に
よ
る
王
朝
の
創
建
に
際
し
て
、
召
虎
の
祖
召
公
が
そ
の
輔
弼
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

西
面
の
「
は
じ
ま
り
」
に
ま
で
遡
っ
て
、
周
王
と
臣
下
の
君
臣
関
係
が
「
歴
史
的
」
に
回
顧
さ
れ
る
言
説
の
あ
り
方
は
、
速
盤
銘
第
一
段
の
文
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王
・
武
王
と
皇
高
祖
単
公
の
関
係
を
彷
彿
さ
せ
る
。

　
か
つ
て
周
王
は
「
王
若
日
」
の
文
言
に
よ
っ
て
「
顕
か
な
る
文
正
・
同
筆
」
に
よ
る
王
朝
の
「
は
じ
ま
り
」
を
確
認
し
、
そ
こ
に
起
源
を
も

つ
王
統
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
た
が
、
同
時
に
、
臣
下
の
「
祖
考
」
と
「
先
王
」
た
ち
と
の
間
に
結
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
君
臣
関
係
は
い

ま
だ
集
合
的
な
記
憶
で
し
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
平
鼎
銘
で
み
た
よ
う
に
自
費
銘
文
が
「
歴
史
的
」
な
語
り
に
傾
斜
し
、
江
漢
学

の
よ
う
な
叙
事
詩
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
王
統
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
た
周
王
の
言
説
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
速
の
皇
高
祖
単
公
が
そ

の
「
は
じ
ま
り
」
に
か
か
わ
り
、
以
下
、
歴
代
の
単
一
族
も
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
名
を
も
っ
て
歴
代
の
土
研
に
仕
え
つ
づ
け
て
き
た
と
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
歴
史
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
皇
高
祖
早
薬
か
ら
父
共
叔
に
至
る
単
氏
七
代
の
祖
考
た
ち
に
む
か
っ
て
速
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
績
を
語
り

か
け
、
そ
れ
を
書
き
と
ど
め
た
盤
が
そ
れ
ら
祖
考
た
ち
の
祭
祀
に
供
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
速
の
自
述
が
「
歴
史
的
一
事
実
で

あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
速
が
祖
先
た
ち
に
む
か
っ
て
語
り
か
け
て
い
た
の
は
、
そ
の
速
の
語
り
か
け
を
聞
き
、
あ
る
い
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
速
盤
銘
を
目
に
す
る
で
あ
ろ
う
人
々
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
「
記
憶
」
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

はじまりの記憶（松井）

①
　
速
球
と
同
感
の
四
十
二
年
遼
鼎
・
囚
十
三
年
号
鼎
に
も
「
自
若
日
」
で
導
入
さ

　
れ
る
王
言
と
し
て
「
速
、
至
顕
文
武
、
膚
受
大
命
、
劒
有
四
方
、
則
孫
佐
乃
先
聖

　
（
祖
）
考
、
爽
召
先
王
、
爵
勤
大
命
、
奨
周
邦
、
余
弗
遽
忘
聖
人
孫
子
」
と
い
っ

　
た
表
現
が
み
え
て
い
る
。

②
師
絢
篤
「
王
若
日
、
師
絢
、
　
顕
文
武
、
俘
受
天
命
、
亦
則
遺
民
、
乃
聖
祖
考
、

　
克
左
右
先
王
、
作
厭
爪
牙
、
用
田
賢
士
辟
、
貧
大
命
」
。
同
一
人
物
の
作
器
に
か

　
か
る
詞
箆
（
四
三
二
一
・
H
B
）
も
ま
た
「
王
若
日
、
詞
、
　
顕
文
武
受
命
、
則

　
乃
祖
奥
周
邦
」
と
、
文
王
・
武
王
の
受
命
と
絢
の
祖
先
の
功
績
に
琶
及
し
て
い
る
。

③
乖
黒
黒
「
王
曜
日
、
乖
伯
、
朕
簗
顕
祖
文
武
、
膚
受
大
命
、
乃
藤
崎
楽
先
王
、

　
翼
自
他
邦
」
。

④
　
師
克
釜
「
王
闘
乱
、
師
克
、
丞
顕
文
武
、
贋
受
大
命
、
飼
有
四
方
、
則
縣
佳
乃

　
先
祖
考
、
有
爵
予
周
邦
、
干
尊
王
身
、
作
爪
．
牙
偏
。

⑤
毛
公
道
「
王
和
島
、
父
屠
、
　
顕
文
武
、
皇
天
引
厭
厭
徳
、
配
我
有
理
、
膚
受

　
大
命
、
華
懐
不
買
方
、
亡
不
閑
子
文
武
歌
光
」
。

⑥
松
井
嘉
徳
「
記
憶
さ
れ
る
西
周
史
扁
（
前
掲
）
。
小
蒲
一
郎
『
古
代
中
国
天
命

　
と
青
鋼
器
晦
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
こ
れ
を
「
始
原
の

　
時
」
と
表
現
し
て
お
り
、
本
章
の
章
題
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
。

⑦
濫
掘
盤
「
霞
古
文
王
、
初
整
和
干
政
、
上
帝
降
撚
徳
、
大
男
、
飼
有
上
下
、
合

　
受
万
邦
、
鰭
二
軸
王
、
逓
征
四
方
、
捷
段
、
峻
罠
永
不
恐
、
秋
盧
微
、
伐
夷
童
扁
。

　
訳
は
小
南
一
鄭
前
掲
書
一
九
二
頁
を
参
照
し
た
。

⑧
同
様
の
醤
説
は
、
罰
尊
（
六
〇
一
四
・
I
A
）
「
王
詰
宗
小
子
瀬
瀬
室
、
日
、

　
昔
在
爾
考
公
氏
克
速
文
王
、
騨
文
王
受
叢
大
命
、
佳
武
王
既
克
大
崎
商
、
則
廷
告

　
干
天
、
日
、
余
其
宅
文
中
濁
、
自
之
辞
民
」
、
あ
る
い
は
大
立
鼎
（
二
八
三
七
・

　
I
B
）
「
王
若
晒
、
孟
、
王
濡
文
王
、
受
天
子
大
命
、
在
武
王
、
嗣
文
作
邦
、
關
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廠
匿
、
㈲
有
四
方
、
峻
正
厭
民
」
と
い
っ
た
藩
王
・
康
王
期
の
青
虚
器
銘
か
ら
確

　
認
で
き
る
。

⑨
四
詩
経
』
周
頒
・
清
臣
籍
什
・
維
天
運
命
「
維
天
之
命
、
於
穆
不
巴
、
於
乎
不

　
顕
、
文
王
之
徳
之
純
、
仮
以
溢
我
、
芋
茎
牧
之
、
駿
恵
我
文
王
、
曾
孫
篤
之
」
。

　
以
下
、
糊
詩
経
』
の
訳
は
目
加
田
誠
『
定
本
詩
経
訳
注
㎞
（
『
目
加
田
誠
著
作

　
集
』
龍
渓
書
院
、
～
九
八
三
年
）
に
従
う
。

⑩
『
詩
経
㎏
周
煩
・
清
廟
之
什
・
維
清
「
維
清
緕
煕
、
文
無
之
典
、
肇
種
、
迄
罵

　
有
成
、
維
周
之
禎
」
。

⑪
頒
に
つ
い
て
は
翫
元
「
田
籍
」
（
欄
薫
習
室
集
駈
巻
一
）
、
王
国
維
「
説
周
頒
」

　
（
『
観
堂
集
林
嚇
巻
二
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
白
川
静

　
『
詩
経
研
究
通
論
篇
㎏
（
勝
友
書
店
、
～
九
八
一
年
。
の
ち
『
白
川
静
著
作
集

　
詩
経
H
輪
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
四
章
「
三
頒
研
究
」
の
見
解
に
従
う
。

　
「
周
頒
諸
篇
は
西
周
後
期
、
官
職
世
襲
の
政
治
秩
序
が
完
成
し
、
周
が
前
王
の
余

　
沢
の
う
ち
に
そ
の
支
配
を
つ
づ
け
て
い
た
暗
代
の
廟
歌
と
し
て
、
鍛
も
ふ
さ
わ
し

　
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
」
（
『
著
作
集
阯
三
六
八
頁
）
と
白
川
は
指
摘
し
て
い
る
が
、

　
康
宮
早
宮
と
い
っ
た
西
周
期
の
廟
鋼
が
確
立
す
る
の
は
西
周
後
期
を
ま
た
な
け
れ

　
ば
な
ら
ず
、
そ
の
指
摘
は
基
本
的
に
正
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
虎
篤
「
王
年
内
史
日
、
冊
命
虎
、
日
、
在
乃
祖
考
、
事
先
王
、
嗣
虎
臣
、
今
命

　
期
日
、
更
乃
祖
考
、
疋
野
卑
、
嗣
走
馬
駅
人
軸
組
邑
走
馬
駅
人
、
…
…
虎
敢
拝
稽

　
首
、
対
揚
天
子
　
杯
魯
休
、
斜
日
、
　
歩
出
烈
祖
考
、
碧
明
憂
事
先
王
、
難
天
子

　
弗
忘
厭
孫
子
、
付
厭
尚
官
、
天
子
、
其
万
年
翻
苑
命
、
虎
用
作
文
考
日
庚
隙
箆
、

　
子
孫
、
且
ぐ
恐
嚇
、
用
夙
夜
享
予
宗
」
。

⑬
師
虎
纂
「
王
課
内
史
呉
臼
、
冊
龍
虎
、
王
若
田
、
虎
、
載
先
王
、
既
出
乃
櫨
考

　
事
、
蕾
宮
嗣
左
右
戯
繁
荊
、
今
回
章
帥
型
先
王
命
、
命
汝
更
乃
祖
考
、
王
宮
嗣
左

　
右
戯
繁
荊
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

⑭
小
南
一
郎
前
掲
書
に
「
現
在
の
周
王
と
そ
の
謹
下
と
間
の
関
係
は
、
周
王
の
王

　
系
と
臣
下
の
家
と
の
間
で
結
ば
れ
て
き
た
、
複
数
形
の
わ
れ
（
余
）
と
複
数
形
の

　
な
ん
じ
（
汝
、
乃
）
と
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
薄
い
一
三
に
し
か
過

　
ぎ
な
か
っ
た
。
銘
文
の
中
に
当
代
の
周
王
の
個
別
の
名
が
表
明
さ
れ
な
い
こ
と
も
、

　
冊
命
儀
礼
の
根
本
的
な
原
理
が
永
遠
に
続
く
反
復
に
あ
り
、
時
間
が
擬
無
さ
れ
、

　
歴
史
的
な
個
人
と
い
う
存
在
が
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
の
端
的
な
表
れ
な

　
の
で
あ
る
」
（
一
六
一
頁
）
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。

⑮
大
克
鼎
「
克
闘
、
穆
々
朕
文
橿
師
華
父
、
聰
嚢
蕨
心
、
寧
静
干
猷
、
淑
哲
厭
徳
、

　
騨
克
恭
保
腰
辟
共
王
、
諌
親
王
家
」
。

⑯
大
克
鼎
と
同
一
人
物
の
作
器
に
か
か
る
克
鐘
／
鈎
銘
（
二
〇
四
一
八
／
二
〇

　
九
・
皿
）
に
「
佳
夏
鳥
六
年
九
月
初
吉
庚
寅
」
の
日
付
が
あ
り
、
こ
れ
は
宣
王
一

　
六
年
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
弁
嘉
徳
門
呉
虎
鼎
銘
考
釈
」

　
（
前
掲
）
参
照
。

⑰
こ
れ
が
当
時
の
祖
先
祭
祀
の
一
応
の
標
準
的
な
深
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
は
、
池
沢
優
前
掲
書
に
指
摘
が
あ
る
。

⑱
第
～
章
で
引
い
た
践
鼎
銘
に
は
、
皇
高
祖
師
婁
か
ら
皇
考
師
孝
ま
で
の
六
代
の

　
祖
先
が
醤
及
さ
れ
て
い
る
。
呉
鎮
燦
「
践
鼎
銘
文
考
釈
」
（
『
文
博
匝
二
〇
〇
七
年

　
第
二
期
）
に
、
毛
公
鼎
（
林
皿
B
）
に
近
い
器
形
だ
と
あ
り
、
下
屋
と
ほ
ぼ
同
じ

　
時
代
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
、
言
及
さ
れ
る
祖
先
の
世
代

　
深
度
が
一
層
深
く
な
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
呉
鎮
燦
門
高
祖
・
蟹
玉
・
王
父
考
」
（
噸
考
古
㎞
二
〇
〇
六
年
第
一
一
一
期
）
は

　
践
鼎
銘
に
み
え
る
高
祖
・
亜
祖
・
王
父
の
称
謂
を
検
討
し
、
「
“
高
祖
”
和
“
皇

　
祖
”
一
様
、
雑
劇
対
某
一
先
獣
的
～
種
尊
称
、
温
温
某
一
代
先
祖
的
専
称
。
“
亜

　
祖
”
是
在
記
述
多
位
先
祖
時
所
使
用
的
評
語
、
是
相
対
干
前
一
位
先
祖
的
称
謂
、

　
既
不
琵
一
個
家
族
“
懸
河
立
芸
者
”
的
称
謂
、
諺
語
是
某
～
代
先
祖
眼
病
称
。

　
”
王
父
”
是
祖
父
的
野
一
称
謂
、
井
不
是
“
祖
父
的
昆
弟
”
」
と
結
論
づ
け
て
い

　
る
。
特
に
亜
祖
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
多
く
の
研
究
者
と
見
解
を
異
に
し

　
て
い
る
。
今
後
　
暦
の
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。

⑲
師
事
燈
燭
（
二
八
三
〇
・
H
B
）
「
王
将
、
師
訊
、
汝
克
□
乃
身
、
算
当
皇
考
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穆
王
」
に
は
、
師
擁
が
王
の
父
穆
王
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

　
臣
下
と
周
王
の
固
有
名
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
王
言

　
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
一
部
引
用
し
た
史
藩
盤
銘
は
、

　
銘
文
前
半
で
文
王
・
武
王
・
成
王
・
康
王
・
昭
王
・
翠
玉
・
天
子
（
仁
王
）
の
事

　
績
を
記
し
、
後
半
で
は
高
祖
・
父
祖
・
乙
舳
・
亜
祖
祖
辛
・
文
公
義
公
・
史
膝
の

　
微
氏
家
族
の
事
績
を
記
す
と
い
う
「
歴
史
的
偏
な
言
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の

　
家
系
が
「
史
」
（
記
録
官
）
と
し
て
王
朝
に
仕
え
て
い
た
こ
と
に
関
係
す
る
の
で

　
あ
ろ
う
。

⑳
『
詩
経
徳
大
雅
・
蕩
之
什
・
江
漢
「
…
…
王
命
召
虎
、
来
旬
不
宣
、
文
武
受
命
、

　
召
公
維
翰
、
無
下
予
小
子
、
召
公
是
似
、
肇
敏
戎
公
、
用
錫
爾
祉
。
…
…
虎
拝
稽

　
首
、
対
揚
王
休
、
作
製
公
考
、
天
子
万
寿
、
明
明
天
子
、
令
聞
不
已
、
矢
其
文
徳
、

　
治
効
四
国
扁
。

⑳
　
詩
篇
中
に
登
場
す
る
召
虎
は
、
五
年
稠
生
爪
銘
（
四
二
九
二
・
脳
A
）
・
六
年

　
珊
生
籍
銘
（
四
二
九
一
二
）
・
召
伯
虎
蓋
銘
（
近
目
四
九
七
）
に
み
え
る
召
伯
虎
で

　
あ
り
、
詩
篇
の
作
者
と
さ
れ
る
サ
吉
甫
は
分
甲
盤
銘
（
一
〇
一
七
四
・
田
B
）
な

　
ど
の
作
顔
国
分
循
吉
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
白
塀
静
『
詩
経
研
究
逓
論
篇
臨
（
前
掲
）
に
「
周
王
室
が
こ
の
よ
う
に
、
自
ら

　
の
神
話
伝
説
を
そ
の
祭
祀
儀
礼
の
頒
詩
雅
歌
と
し
て
屠
い
、
そ
の
伝
承
を
誇
示
す

　
る
に
つ
れ
て
、
王
室
の
周
囲
に
あ
る
大
族
の
間
に
も
、
そ
の
家
の
伝
承
を
、
雅
歌

　
と
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
意
欲
を
促
し
た
で
あ
ろ
う
」
（
五
七
八
頁
）
と
の
指
摘

　
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
江
甲
西
の
ほ
か
に
、
大
雅
・
蕩
之
什
の
秘
密
・
丞
…
民
・

　
韓
爽
・
常
事
の
諸
篇
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
前
掲
書
五
一
頁
に
「
青
銅
器
銘
文
も
同
様
に
こ
う
し
た

　
宗
教
的
文
脈
の
中
で
機
能
す
る
。
…
…
儀
式
の
過
程
で
青
銅
器
が
食
物
や
飲
料
を

　
盛
る
の
に
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
編
鐘
が
演
奏
さ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
銘
文

　
は
い
わ
ば
反
響
し
つ
づ
け
、
過
去
の
威
信
を
現
在
の
た
め
に
活
躍
化
す
る
。
…
…

　
青
銅
器
銘
文
は
歴
史
の
客
観
的
な
記
録
な
ど
で
は
な
く
、
銘
文
が
含
む
い
か
な
る

　
欄
歴
史
的
』
情
報
も
儀
礼
上
の
必
要
を
優
先
し
て
修
正
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

　
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

三
　
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
こ
え
る
先
公

はじまりの記憶（松井）

　
　
「
わ
が
文
祖
師
華
父
は
、
共
王
を
補
佐
し
」
あ
る
い
は
、
「
わ
が
皇
高
祖
君
公
は
、
文
王
・
武
王
を
輔
弼
し
」
「
わ
が
皇
高
祖
公
叔
は
、
成
王

を
補
佐
し
」
…
…
と
臣
下
が
自
ら
の
祖
先
の
勲
功
を
語
り
、
な
お
か
つ
、
そ
の
下
闇
が
大
克
無
銘
や
掛
盤
銘
の
よ
う
に
「
王
手
日
」
の
王
言
を

押
さ
え
（
あ
る
い
は
内
包
し
て
）
、
文
頭
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
文
章
・
武
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
は
、
も
は
や
王
家
の
独
占
物

で
は
あ
り
え
ず
、
周
王
が
そ
こ
か
ら
た
だ
一
人
自
ら
の
正
統
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
臣
下
た
ち
が
王
朝

の
「
は
じ
ま
り
」
以
来
の
勲
功
を
「
歴
史
的
」
に
語
り
始
め
る
な
ら
ば
、
逆
に
文
王
・
武
王
に
先
立
つ
先
公
た
ち
を
回
顧
し
、
「
は
じ
ま
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

時
」
の
さ
ら
に
先
な
る
「
歴
史
」
に
正
統
性
の
淵
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
語
り
が
要
請
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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②

　
『
史
記
』
周
本
紀
は
、
文
王
・
武
王
に
先
立
つ
先
公
の
系
譜
を
図
～
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
公
の
う
ち
、
周
本
紀
が
そ
の
事
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
言
及
す
る
の
は
后
穫
・
戸
棚
・
三
面
・
商
量
蔑
父
・
季
歴
（
王
季
）
の
五
雲
に
す
ぎ
ず
、
う
ち
里
中
の
□
で
囲
っ
た
后
稜
・
公
爵
・
古
量
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
．

父
・
季
歴
の
記
述
は
『
詩
経
』
の
詩
篇
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
后
稜
に
つ
い
て
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
記
憶
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
『
詩
経
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
生
民
篇
で
あ
る
。

　
　
そ
の
初
め
に
周
人
を
生
ん
だ
の
は
、
こ
は
こ
れ
三
姫
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ん
だ
か
と
い
え
ば
、
よ
く
つ
つ
し
み
よ
く
祀
っ
て
、
子
の
な
い
禍
を
払
い
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
も
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し

　
　
り
、
天
帝
の
足
の
親
指
の
　
を
ふ
ん
で
心
動
き
、
こ
こ
に
天
の
恩
寵
が
加
わ
り
や
ど
っ
て
、
載
ち
契
り
載
ち
夙
み
、
載
ち
生
み
な
せ
る
も
の
、
こ
れ
こ

　
　
そ
盾
稜
で
あ
っ
た
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
な
り
わ
い
　
　
　

た
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ

め
だ
ち
の

　
　
そ
れ
后
穫
の
稿
は
、
神
が
こ
れ
を
相
け
た
も
う
た
、
茂
っ
た
草
を
う
ち
払
い
、
こ
こ
に
ょ
い
き
び
を
種
ま
け
ば
、
あ
ま
ね
く
苞
く
、
種
つ
褒
び
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
発
き
つ
穂
に
出
で
つ
、
そ
の
実
は
堅
く
旨
く
、
た
わ
わ
に
み
の
っ
た
、
か
く
て
郁
に
家
居
を
設
け
た
。

訳
文
で
は
省
略
し
た
が
、
天
帝
の
足
跡
を
踏
ん
で
身
ご
も
っ
た
姜
娠
か
ら
生
ま
れ
た
后
稜
は
、
そ
の
後
、
路
地
裏
・
林
中
・
氷
上
に
置
か
れ
る

も
、
そ
の
つ
ど
助
け
ら
れ
る
と
い
う
周
本
紀
冒
頭
の
有
名
な
説
話
が
続
き
、
次
い
で
幼
き
時
よ
り
農
耕
に
親
し
み
、
や
が
て
郁
の
地
に
家
居
を

設
け
た
と
歌
い
つ
が
れ
て
い
く
。
詩
篇
後
半
で
は
、
周
人
た
ち
が
后
穫
の
業
を
嗣
い
で
農
耕
に
励
み
、
上
帝
の
祭
祀
を
執
り
行
う
こ
と
が
歌
わ

　
　
⑥

れ
る
が
、
こ
の
生
民
篇
で
の
后
稜
は
、
周
人
あ
る
い
は
農
耕
の
は
じ
ま
り
に
位
置
す
る
と
と
も
に
、
郁
と
い
う
土
地
の
記
憶
と
も
結
び
つ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
る
先
公
で
あ
っ
た
。
部
は
一
般
に
聖
水
の
下
游
、
陳
西
省
武
功
県
西
南
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
一
帯
か
ら
は
先
周
時
代
の
土
器
を
伴
う
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
鄭
家
披
類
型
）
が
多
く
確
認
さ
れ
、
周
人
の
故
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
后
稜
に
つ
い
で
記
憶
さ
れ
る
公
劉
を
歌
う
の
は
大
雅
・
生
民
之
什
・
公
劉
篇
で
あ
る
。
「
心
の
篤
い
公
劉
は
（
篤
公
劉
ご
で
始
ま
る
詩
句
を

畳
詠
ず
る
公
劉
篇
は
、
公
劉
が
百
の
泉
、
広
い
原
を
み
は
ら
し
た
後
、
幽
の
地
に
館
を
設
け
た
こ
と
を
歌
う
。
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はじまりの記憶（松井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
　
　
お
も
て

　
　
心
の
篤
い
公
劉
は
、
そ
の
土
地
広
く
ま
た
と
お
く
、
B
景
を
は
か
り
岡
に
の
ぼ
り
、
陰
と
陽
を
見
は
か
っ
て
、
水
の
流
れ
を
見
定
め
た
、
そ
の
い
く
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　

か
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
す
ま
い
　
　
　
　

お
お

　
　
は
三
軍
、
低
い
土
地
高
い
原
を
得
り
、
田
を
治
め
て
糧
を
つ
く
っ
た
、
日
の
沈
む
方
ま
で
測
量
り
、
幽
の
居
は
ま
こ
と
に
荒
き
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
し
　
　
　
　
　
あ
ら
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

　
　
心
の
篤
い
公
署
は
、
幽
の
地
に
館
を
設
け
た
、
呼
水
の
流
れ
を
横
切
っ
て
、
属
を
と
り
鍛
を
と
り
、
基
を
定
め
て
地
を
理
て
ば
、
こ
こ
に
人
衆
く
物

　
　
　
　
　
　
　
　
た
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
豊
か
に
、
泉
の
澗
を
中
に
は
さ
み
、
過
の
澗
に
む
か
っ
て
、
衆
人
篤
く
集
う
て
、
茜
水
の
は
て
ま
で
住
み
わ
た
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

幽
の
地
は
～
般
に
二
五
坐
礁
水
中
流
の
彬
県
・
旬
邑
県
あ
た
り
と
さ
れ
る
が
、
『
史
記
』
周
本
紀
が
「
公
法
が
死
ん
で
、
子
の
慶
節
が
立
ち
、

幽
の
地
に
都
を
定
め
た
（
公
劉
卒
、
子
慶
節
立
、
国
於
幽
）
」
と
記
す
よ
う
に
、
幽
へ
の
遷
徒
説
話
に
は
ぶ
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
公
劉
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

代
の
子
孫
と
さ
れ
る
古
公
曹
交
の
丸
山
を
歌
う
大
雅
・
文
王
位
什
・
縣
篇
に
は
「
わ
が
濫
立
の
生
り
出
で
た
は
、
沮
漆
の
川
の
辺
で
あ
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
い

古
公
蜜
父
は
、
穴
居
の
住
居
、
ま
だ
そ
の
家
も
無
か
っ
た
（
民
之
初
生
、
自
土
留
漆
、
古
公
盛
者
、
陶
復
書
癖
、
未
有
家
室
）
」
と
あ
り
、
幽
の
地
に

館
を
設
け
て
住
ま
わ
っ
た
と
い
う
公
夢
心
の
記
憶
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
公
細
石
が
後
出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
こ
こ

で
重
要
な
こ
と
は
、
翻
心
が
郁
の
地
と
結
び
つ
い
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
公
劉
も
ま
た
幽
と
い
う
特
定
の
地
に
結
び
つ
い
て
圓
顧
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
公
劉
に
次
い
で
語
ら
れ
る
古
謡
亡
父
も
ま
た
、
特
定
の
地
虫
原
と
結
び
つ
い
て
回
顧
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
古
公
登
父
は
、
あ
る
朝
馬
を
走
ら
せ
て
、
西
の
流
れ
の
岸
に
そ
い
、
岐
山
の
下
に
や
っ
て
来
て
、
こ
こ
で
姜
女
と
、
共
に
住
ん
だ
。

　
　
周
の
平
野
は
よ
く
肥
え
て
、
藍
や
茶
も
飴
の
よ
う
に
甘
か
っ
た
、
こ
こ
に
始
め
て
と
も
に
謀
り
、
亀
を
き
ざ
ん
で
灼
い
て
占
え
ば
、
こ
こ
に
止
ま
る
べ
し

　
　
と
い
う
、
そ
こ
で
家
を
こ
の
地
に
築
い
た
。

　
　
か
く
て
重
ん
じ
て
こ
こ
に
止
ま
り
、
右
に
左
に
分
け
て
住
ま
わ
せ
、
境
を
か
ぎ
り
地
を
分
か
ち
、
溝
を
導
き
畝
を
作
り
、
西
か
ら
東
ま
で
、
の
こ
り
な
く

　
　
事
を
運
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
さ
て
司
空
を
召
し
、
司
徒
を
召
し
、
宮
室
を
建
て
さ
せ
た
、
こ
の
墨
縄
も
ま
っ
す
ぐ
に
、
板
を
つ
か
ね
て
う
ち
樹
て
て
、
廟
を
お
ご
そ
か
に
造
っ
た
。

　
「
周
原
撫
撫
た
り
」
と
周
原
の
肥
沃
さ
を
讃
え
た
大
雅
・
文
王
固
辞
・
縣
篇
は
、
次
い
で
そ
の
地
に
宮
廟
を
造
営
す
る
場
面
へ
と
移
っ
て
い
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く
。
「
も
っ
こ
で
ザ
ア
ザ
ア
土
を
は
こ
び
、
上
板
の
間
に
ゴ
ウ
ゴ
ウ
投
げ
入
れ
、
こ
れ
を
ト
ン
ト
ン
打
ち
か
た
め
（
瓦
之
隈
隈
、
度
之
麗
麗
、
衝

撃
追
而
）
」
と
版
築
の
作
業
が
活
き
活
き
と
歌
わ
れ
、
や
が
て
そ
の
地
に
埋
門
・
応
門
と
い
っ
た
城
門
を
構
え
た
聖
廟
が
そ
び
え
た
つ
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
。
周
原
の
地
は
青
銅
器
銘
で
は
「
周
」
と
呼
ば
れ
、
西
岳
の
最
後
期
に
至
る
ま
で
王
朝
の
「
都
」
の
一
つ
で
あ
り
続
け
、
岐
山
県
鳳
雛
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
宗
廟
」
建
築
遺
趾
や
難
風
露
里
陳
村
の
建
築
聖
君
玩
の
ほ
か
、
扶
風
県
雲
塘
村
・
斉
鎮
村
か
ら
は
品
字
型
の
建
築
群
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
岐
山
県
二
期
の
北
約
七
・
五
キ
ロ
の
鳳
鳳
山
南
麓
か
ら
は
王
朝
の
創
建
に
先
立
つ
先
周
期
（
晩
期
）
か
ら
西
周
早
期
・
中
期
に
ピ
ー
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
も
つ
周
公
署
遺
跡
が
発
兇
さ
れ
て
い
る
。
掌
篇
に
は
司
空
や
司
徒
と
い
っ
た
後
代
の
官
名
が
み
え
て
お
り
、
詩
篇
の
成
立
を
さ
ほ
ど
古
い
時

代
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
古
公
蜜
父
は
周
原
に
展
開
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
宮
廟
建
築
群
の
最
初
の
造
営
者
と
し
て
親
人
に
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
噸
詩
経
』
の
詩
篇
は
実
際
の
儀
礼
の
場
で
演
奏
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
幾
重
に
も
わ
た
っ
て
改
編
を
蒙
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
白
川
静
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
期
間
を
「
［
詩
］
が
社
会
的
に
生
き
て
い
た
時
期
」
と
表
現
し
て
い
る
。
詩
篇
の
成
立
期
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
詩
篇
の
「
生
命

力
」
を
い
か
に
見
積
も
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
見
積
も
り
に
よ
っ
て
成
立
期
の
判
断
に
も
大
き
な
ゆ
れ
が
生
じ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
篇
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
記
憶
に
は
、
や
は
り
そ
の
記
憶
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
時

期
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
み
て
き
た
詩
篇
は
、
特
定
の
先
公
と
特
定
の
土
地
と
の
か
か
わ
り
を
園
脅
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
東
周
期
に
至
り
、
か
つ
て
の
陳
西
の
故
地
を
訪
れ
る
こ
と
も
か
な
わ
な
く
な
っ
た
周
人
た
ち
が
、
都
・
幽
あ
る
い
は
周
原
の
地
を
新

た
に
歌
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
。
文
王
・
雲
華
に
よ
る
王
朝
の
創
建
す
ら
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
王

室
は
、
特
定
の
地
の
記
憶
を
媒
体
と
し
つ
つ
、
先
公
た
ち
の
「
歴
史
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
史
旛
盤
銘
あ
る
い

は
速
盤
銘
が
一
言
も
触
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
豊
・
鏑
京
の
造
営
に
つ
い
て
、
大
雅
・
文
王
之
什
・
聖
王
有
声
篇
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
　
　
い
さ
お

　
　
文
王
、
天
の
命
を
う
け
、
こ
の
武
の
功
あ
り
、
崇
の
国
を
伐
っ
て
後
、
都
を
豊
に
作
り
た
ま
い
ぬ
、
文
王
は
ほ
む
べ
き
か
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
お
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
み

　
　
城
築
か
ん
と
溝
を
め
ぐ
ら
し
、
こ
れ
に
寒
い
て
遷
都
を
作
り
ぬ
、
そ
の
欲
を
急
ぐ
に
あ
ら
で
、
先
祖
に
孝
を
致
さ
ん
と
て
な
り
、
王
后
は
ほ
む
べ
き
か
な
。
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はじまりの記憶（松井）

　
　
鏑
の
京
鏑
池
の
筥
居
、
西
よ
り
し
東
よ
り
し
、
南
よ
り
し
北
よ
り
し
、
来
た
り
服
さ
ぬ
も
の
も
な
し
、
皇
霊
は
ほ
む
べ
き
か
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ト
に
問
え
ば
こ
れ
王
は
、
博
学
に
こ
そ
居
る
ぺ
け
れ
、
亀
ト
こ
れ
を
定
め
、
武
王
こ
れ
を
成
就
し
ま
し
き
、
武
王
は
ほ
む
べ
き
か
な
。

と
歌
う
の
も
ま
た
、
そ
の
同
工
異
曲
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
后
稜
・
公
爵
・
古
下
酒
父
、
そ
し
て
漸
落
・
武
王
ま
で
も
が
特
定
の
地
と
結
び
つ
い
て
い
く
な
か
で
、
文
王
の
父
と
さ
れ
る
王
季
（
季
歴
）

は
、
そ
れ
と
は
別
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
詩
篇
に
登
場
し
て
く
る
。
最
初
に
大
雅
・
文
王
終
電
・
大
明
篇
を
引
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ
　
　
よ
め

　
　
摯
国
の
青
女
姓
は
任
、
股
の
国
か
ら
、
来
た
り
嫁
し
、
周
の
京
に
婦
と
な
り
、
王
季
と
共
に
、
徳
を
行
な
い
、
こ
の
大
任
が
み
ご
も
っ
て
、
文
王
を
生

　
　
み
給
う
た
。

　
　
こ
れ
こ
の
文
王
は
、
何
事
に
も
よ
く
つ
つ
し
み
、
明
ら
か
に
上
帝
に
仕
え
て
、
数
多
の
福
を
招
き
給
う
た
、
そ
の
お
ん
徳
違
わ
ず
し
て
、
四
方
の
国
を
ば

　
　
受
け
給
う
た
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ざ
セ
リ

　
　
か
く
て
天
よ
り
命
は
降
り
、
こ
の
文
無
に
、
周
の
京
に
命
ぜ
ら
れ
た
、
后
の
徳
を
継
ぎ
た
も
う
た
は
、
幸
国
の
長
女
、
か
し
こ
く
も
武
王
を
生
み
給
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
た
、
天
は
こ
の
霜
を
佑
け
命
じ
て
、
大
股
を
伐
た
し
め
た
。

二
王
の
受
命
、
武
王
の
克
股
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、
省
略
し
た
最
後
の
句
に
は
武
王
の
軍
師
で
あ
り
、
斉
の
始
祖
と
な
る
鷲
鼻
父
（
太
公
望
）
の

名
も
み
え
て
い
る
が
、
詩
篇
の
歌
う
時
代
は
文
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
超
え
、
王
季
と
そ
の
妃
大
任
の
婚
姻
に
及
ん
で
い
る
。
同
じ
く
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
め

王
之
什
の
面
心
篇
「
そ
れ
つ
つ
し
み
深
き
大
任
は
、
文
王
の
お
ん
母
、
そ
れ
い
つ
く
し
み
深
き
周
姜
は
、
周
室
の
婦
、
大
越
こ
の
よ
き
ほ
ま
れ

を
つ
ぎ
、
百
の
男
子
を
生
み
ま
せ
り
（
思
斉
大
任
、
文
王
之
母
、
思
媚
周
姜
、
京
男
之
婦
、
大
似
嗣
徽
音
、
則
百
番
男
）
」
は
、
古
公
愚
父
の
妃
周
姜
、

文
王
の
立
大
似
と
と
も
に
、
大
任
の
名
を
歌
う
も
の
の
、
大
任
は
あ
く
ま
で
も
薬
王
の
母
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
明
篇
の
王

季
は
、
さ
ら
に
こ
の
文
王
の
母
た
る
大
任
の
夫
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
再
選
を
歌
う
い
ま
ひ
と
つ
の
詩
篇
で
あ
る
文
王
之
什
・
皇
夷
弓
を
み
て

み
よ
う
。
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お
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら

　
　
　
麗
な
る
か
な
天
帝
は
、
赫
け
く
下
に
臨
み
た
ま
い
、
あ
ま
ね
く
四
方
を
み
そ
な
わ
し
て
、
民
の
定
ま
る
と
こ
ろ
を
求
め
た
も
う
た
、
夏
・
股
の
二
国
が
、

　
　
　
そ
の
政
を
失
え
ば
、
四
方
の
国
々
を
、
き
わ
め
は
か
り
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
指
定
し
て
、
ま
ず
そ
の
規
模
を
増
さ
む
と
し
、
そ
こ
で
西
の
方
を
顧
み

　
　
　
て
、
大
王
に
居
所
を
与
え
た
も
う
た
。
…
…

　
　
　
天
帝
そ
の
由
を
見
給
え
ば
、
と
げ
あ
る
木
々
は
抜
か
れ
て
、
松
柏
は
よ
く
伸
び
た
、
か
く
て
天
が
邦
を
た
て
て
己
れ
の
相
手
を
設
け
た
の
は
、
大
伯
・
王

　
　
　
季
に
始
ま
っ
た
、
こ
の
王
季
と
い
う
は
、
心
親
し
く
む
つ
ま
じ
く
、
そ
の
兄
に
む
つ
ま
じ
か
っ
た
、
さ
れ
ば
そ
の
慶
を
厚
く
し
て
、
こ
れ
に
光
を
錫
う
た
、

　
　
　
さ
い
わ
い

　
　
　
禄
を
受
け
て
永
く
失
わ
ず
、
四
方
の
国
を
よ
く
保
っ
た
。

　
　
　
こ
れ
こ
の
王
季
は
、
天
帝
そ
の
心
を
度
り
た
も
う
に
、
清
く
静
か
な
ほ
ま
れ
あ
り
、
そ
の
徳
は
よ
く
明
ら
か
に
、
よ
く
明
ら
か
に
よ
く
弁
え
、
よ
く
民
の

　
　
　
君
長
と
な
り
、
こ
の
大
邦
に
王
と
し
て
、
民
よ
く
順
い
親
し
ん
だ
、
そ
の
御
子
文
王
に
至
っ
て
は
、
其
の
徳
さ
ら
に
遺
憾
な
く
、
天
の
祉
を
受
け
て
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
く
子
孫
に
伝
え
た
も
う
た
。

「
天
帝
（
上
帝
）
」
「
四
方
の
国
（
四
方
と
と
い
っ
た
、
か
つ
て
文
王
・
二
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
に
か
け
ら
れ
て
い
た
言
説
が
、
大
王
（
古

公
算
父
）
あ
る
い
は
高
黍
へ
と
遡
及
し
て
い
る
が
、
王
季
の
具
体
的
な
事
績
、
あ
る
い
は
二
季
と
結
び
つ
く
特
定
の
地
が
歌
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
王
難
は
古
公
蜜
父
と
文
王
を
繋
ぐ
役
割
し
か
担
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
古
公
蜜
父
t
王
業
－
文
王
と
い
う
「
系
譜
」
を
「
歴
史
的
」
に
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
た
め
に
必
要
な
接
続
点
で
し
が
な
か
っ
た
。

　
①
白
川
静
『
詩
経
研
究
通
論
篇
輪
（
前
掲
）
は
、
こ
れ
を
「
周
王
朝
の
国
家
神
話
　
　
髭
封
之
部
、
積
徳
累
善
十
有
余
世
。
公
劉
避
難
居
幽
」
は
、
后
稜
と
公
劉
の
間
に

　
構
成
へ
の
要
求
」
（
五
七
七
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
。

②
周
本
紀
は
后
穫
の
時
代
に
つ
い
て
「
后
稜
之
興
、
在
陶
器
（
発
）
・
虞
（
舜
）
・

　
夏
（
禺
）
之
際
」
と
記
し
て
い
る
。
『
国
語
隔
周
就
下
に
「
自
后
櫻
之
始
基
靖
民
、

　
十
五
王
落
文
始
平
之
、
十
八
王
拙
筆
克
安
之
、
其
難
也
如
是
」
「
后
穫
勤
周
、
十

　
膚
五
世
而
興
扁
と
あ
り
、
三
稜
か
ら
文
王
ま
で
が
一
五
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
戦
国

　
後
期
に
は
す
で
に
言
説
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
世
代
数
が
四
史

　
記
』
が
記
述
す
る
夏
王
朝
・
股
王
朝
の
支
配
期
間
と
雌
幽
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

　
あ
り
、
隅
史
記
無
劉
敬
・
叔
孫
通
列
伝
「
（
婁
〉
註
説
日
、
…
…
周
之
先
自
后
穫
、

　
一
〇
数
世
代
の
ひ
ら
き
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
近
年
で
も
、
勢
盛
平
『
西

　
周
史
誕
隔
（
僧
階
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
、
后
穆
を
固
有
名
と

　
せ
ず
、
一
〇
数
世
代
続
い
た
氏
族
名
あ
る
い
は
官
名
と
考
え
る
主
張
も
あ
る
が
、

　
盾
稜
を
二
軍
・
虞
・
夏
の
際
と
す
る
記
述
に
盲
従
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

③
こ
れ
以
外
の
先
公
に
つ
い
て
、
周
本
紀
は
「
不
杖
突
、
子
鼎
立
」
「
公
劉
卒
、

　
子
慶
掘
立
、
国
於
幽
。
慶
簾
卒
、
子
皇
僕
立
。
皇
僕
卒
、
子
差
弗
立
。
差
弗
卒
、

　
子
殿
軍
立
。
殿
楡
卒
、
子
熊
非
立
。
公
蓬
餅
、
子
玉
壷
立
。
高
野
卒
、
子
亜
園
立
。

　
菰
園
卒
、
子
公
叔
祖
類
立
」
と
そ
の
即
位
の
順
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
な
お
高
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はじまりの記憶（松…刈：）

　
圏
・
亜
園
の
名
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
門
衛
四
悪
告
喪
干
周
、
且
請
命
、

　
王
孫
鳥
獣
公
職
徳
弔
、
便
追
命
川
劇
日
、
叔
父
陽
格
、
在
我
先
王
之
左
右
、
以
佐

　
事
上
帝
、
余
敢
忘
高
湿
・
亜
園
駄
、
遡
国
語
嚇
魯
語
上
「
鳥
人
締
慰
而
郊
稜
、
祖
文

　
王
而
宗
武
王
、
…
…
高
團
・
大
王
、
能
瀬
稜
者
也
、
痴
人
報
焉
偏
に
み
え
る
が
、

　
そ
の
系
譜
上
で
の
位
遣
づ
け
は
明
確
で
は
な
い
。

④
不
窩
の
事
績
に
つ
い
て
、
周
本
紀
は
糊
国
語
葱
古
語
上
門
及
夏
之
衰
也
、
棄
穫

　
不
務
、
我
先
王
不
窩
用
失
其
官
、
而
自
窺
干
戎
・
狭
之
間
、
不
敢
怠
業
、
時
序
其

　
徳
、
纂
修
其
緒
、
修
其
訓
典
、
朝
夕
格
勤
、
守
以
敦
篤
、
奉
幣
忠
信
、
隔
世
載
徳
、

　
不
悉
前
人
」
の
記
事
に
取
材
し
て
い
る
。
な
お
『
春
秋
友
軍
伝
弔
文
公
二
年
に
は

　
「
故
禺
不
先
縣
、
湯
不
先
契
、
文
・
武
不
先
不
窩
、
宋
濫
獲
乙
、
鄭
祖
属
王
」
と

　
あ
り
、
文
王
・
武
王
の
祖
と
し
て
、
后
程
で
は
な
く
、
不
窩
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

　
い
る
。

⑤
『
詩
経
㎞
大
雅
・
漸
騰
之
什
・
生
罠
「
厭
初
生
民
、
時
維
姜
姫
、
生
毘
如
何
、

　
諸
鐙
克
祀
、
以
弗
無
子
、
履
帝
武
敏
敵
、
垂
垂
仮
止
、
載
震
口
詩
、
華
押
載
育
、

　
時
維
盾
稜
。
…
…
諸
君
稜
之
稿
、
有
相
岨
道
、
弗
蕨
豊
草
、
種
之
前
借
、
実
方
実

　
蔵
、
実
種
実
嚢
、
実
発
実
秀
、
実
堅
実
好
、
実
穎
実
栗
、
富
有
都
家
室
。
…
…
」
。

⑥
盾
穫
を
歌
う
大
雅
の
詩
篇
に
は
、
ほ
か
に
蕩
之
什
・
雲
漢
「
偵
彼
程
漢
、
昭
回

　
予
天
、
王
日
於
乎
、
何
皐
今
之
人
、
天
降
喪
乱
、
磯
鑓
離
心
、
靡
神
香
取
、
廉
愛

　
欄
間
、
圭
壁
既
卒
、
豊
平
我
聴
。
出
隅
大
甚
、
蔽
隆
肝
臓
、
不
珍
裡
祀
、
自
郊
得

　
宮
、
上
下
璽
痙
、
灘
神
不
宗
、
后
穫
不
克
、
上
帝
不
臨
、
耗
敏
下
土
、
寧
丁
我
躬
。

　
…
…
」
が
あ
る
。
「
后
国
難
克
、
上
帝
不
臨
」
と
あ
る
よ
う
に
、
后
穫
は
上
帝
と

　
対
に
さ
れ
て
お
り
、
上
帝
と
工
人
を
結
び
つ
け
る
先
公
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た

　
こ
と
を
示
唆
す
る
。

⑦
遡
史
記
輪
周
本
紀
集
解
に
「
徐
広
日
、
今
榮
郷
在
扶
風
扁
、
正
義
に
『
括
地

　
志
臨
を
引
い
て
「
故
黎
城
一
名
武
功
城
、
在
雍
州
武
功
県
西
粥
二
十
二
里
偏
と
い

　
う
。
『
漢
書
㎏
地
理
学
上
・
右
扶
風
・
榮
の
自
注
に
「
周
后
穫
愛
国
」
と
あ
る
。

⑧
歩
盛
平
前
掲
柏
里
八
頁
。
小
沢
正
人
・
谷
豊
信
・
西
江
清
高
『
中
国
の
考
古

　
学
掘
（
同
成
鳥
、
一
九
九
九
年
）
　
一
五
八
頁
。

⑨
槻
詩
経
隔
大
雅
・
生
民
隠
秘
・
公
裏
門
…
…
篤
公
器
、
既
溝
総
長
、
既
景
廼
岡
、

　
相
器
陰
陽
、
観
轡
型
泉
、
其
軍
三
単
、
度
其
出
原
、
微
出
為
糧
、
度
其
夕
陽
、
幽

　
居
允
荒
。
篤
公
論
、
干
幽
斯
館
、
渉
潤
影
干
、
取
早
取
鍛
、
止
基
廼
理
、
裳
衆
裳

　
有
、
爽
其
皇
澗
、
潮
其
過
澗
、
止
旅
緊
密
、
茜
軸
薄
曇
」
。

⑩
『
漆
器
』
地
理
志
田
・
右
爆
風
・
絢
邑
の
自
注
に
「
有
繋
郷
、
詩
醐
国
、
公
劉

　
所
都
」
と
あ
る
。

⑪
道
橋
・
総
軍
之
什
・
誓
文
「
置
文
后
穫
、
克
配
彼
天
、
立
我
丞
罠
、
莫
匪
爾
極
、

　
弔
事
来
牟
、
帝
命
率
育
、
無
此
艦
爾
界
、
陳
常
雅
境
夏
漏
は
、
生
民
篇
に
比
べ
て

　
よ
り
櫛
占
に
属
す
る
詩
篇
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
后
稜
は
農
耕
と
結
び
つ
く
も
の

　
の
、
特
定
の
地
と
の
結
び
つ
き
を
も
た
な
い
。

⑫
『
詩
経
駄
大
雅
・
文
王
之
骨
・
縣
「
…
…
古
公
璽
父
、
来
朝
走
馬
、
率
西
水
濡
、

　
至
子
蚊
下
、
袋
及
姜
女
、
群
来
背
宇
。
川
原
逆
撫
、
董
茶
宇
飴
、
裳
始
髪
謀
、
髪

　
契
我
亀
、
日
止
日
時
、
築
室
干
弦
。
織
留
遽
止
、
廼
左
遁
右
、
酒
欝
欝
理
、
廼
宣

　
儲
蓄
、
自
西
租
東
、
周
袋
執
事
。
乃
召
瀬
踏
、
乃
召
司
徒
、
稗
立
室
家
、
其
縄
則

　
直
、
縮
版
以
載
、
作
病
翼
翼
。
…
…
扁
。

⑬
松
井
嘉
徳
『
周
乱
国
制
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
第
－
部
第
二

　
前
門
謀
略
の
『
都
隔
」
。

⑭
こ
れ
ら
の
遺
趾
に
つ
い
て
は
、
小
沢
正
人
・
谷
豊
信
・
西
江
清
高
前
掲
書
に
要

　
を
得
た
紹
介
が
あ
る
。

⑮
周
原
考
古
隊
「
話
芸
扶
風
県
雲
塘
・
斉
鎮
西
周
建
築
基
杜
㎜
九
九
九
⊥
δ
○

　
○
年
度
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
漏
二
〇
〇
二
年
第
九
期
）
。
張
雪
蓬
・
仇
士
華
門
周

　
原
遣
最
雲
塘
・
斉
鎮
建
築
基
赴
炭
一
四
年
代
研
究
扁
（
噸
考
古
瞼
二
〇
〇
四
年
第
四

　
期
）
は
、
こ
れ
ら
建
築
群
の
年
代
を
属
王
か
ら
共
和
の
頃
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て

　
い
る
。

⑯
「
周
公
廟
西
園
墓
群
重
大
発
現
専
家
借
」
（
隅
文
博
』
二
〇
〇
四
年
第
五
期
）
。

　
徐
天
進
（
近
藤
は
る
香
雲
）
「
周
古
廟
遺
跡
の
近
年
に
お
け
る
成
果
と
そ
の
考
察
」
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（
『
陳
豫
聯
装
紀
行
一
中
国
陳
西
省
・
河
南
省
地
域
考
察
旅
行
報
告
臨
（
東
洋
文

　
庫
　
中
国
古
代
地
域
史
研
究
班
編
、
二
〇
〇
七
年
）
は
邦
文
で
読
め
る
最
新
の
報

　
告
の
一
つ
で
あ
る
。

⑰
古
愛
鷹
父
（
大
王
）
と
岐
周
と
の
結
び
つ
き
を
歌
う
詩
篇
に
は
、
ほ
か
に
周

　
頒
・
清
適
之
什
・
天
作
「
天
覧
高
山
、
大
王
荒
之
、
黒
作
奥
、
文
頭
康
之
、
彼
狙

　
　
、
岐
有
夷
之
行
、
子
孫
保
之
」
が
あ
る
。

⑱
白
川
静
『
詩
経
研
究
通
論
篇
駈
（
前
掲
）
；
二
頁
。

⑲
『
詩
経
』
の
成
立
期
に
関
し
て
～
定
の
定
点
を
与
え
る
詩
篇
が
な
い
わ
け
で
は

　
な
い
。
国
風
・
召
南
・
何
彼
儂
ム
矢
に
は
「
平
王
之
孫
」
が
歌
わ
れ
、
小
難
・
節
南

　
山
之
什
・
十
月
之
交
に
歌
わ
れ
る
日
食
は
幽
王
元
（
前
七
八
一
）
年
七
月
の
も
の

　
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
斉
藤
国
治
・
小
沢
賢
二
『
重
重
古
代
の
天
文
記

　
録
の
検
証
臨
雄
山
閣
、
二
〇
〇
二
年
な
ど
）
。
松
本
雅
明
『
詩
経
諸
篇
の
成
立
に

　
関
す
る
研
究
臨
（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
八
年
。
の
ち
『
松
本
雅
明
著
作
集
盛
弘
生

　
書
林
、
一
九
八
七
年
）
第
六
章
「
年
代
推
定
の
資
料
」
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
篇
を

　
用
い
て
『
詩
経
』
諸
篇
の
成
立
年
代
を
推
定
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
り
、
大
雅

　
諸
篇
に
つ
い
て
、
文
王
・
下
武
が
西
周
後
期
初
、
大
明
・
霊
台
・
思
斉
・
皇
突
・

　
文
王
有
声
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
縣
・
生
民
は
西
周
末
～
東
周
初
、
そ
れ
以
外
の
大
部

　
分
は
東
周
の
作
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
主
張
が
鉄
案
で

　
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
赤
塚
忠
「
大
雅
二
王
篇
・
思
斉
篇
の
製
作
年
代

　
に
つ
い
て
」
（
糊
日
本
中
国
学
会
報
隔
一
六
、
一
九
六
四
年
。
の
ち
欄
赤
塚
忠
著
作

　
集
五
　
詩
経
研
究
転
、
研
文
社
、
一
九
八
六
年
）
は
、
文
王
・
思
詰
篇
の
成
立
を

　
大
照
鼎
銘
に
近
接
し
た
時
期
、
す
な
わ
ち
康
王
期
あ
た
り
に
求
め
て
お
り
、
家
井

　
真
野
詩
経
蕩
の
原
義
的
研
究
駈
（
研
丁
丁
版
、
二
〇
〇
四
年
）
は
逆
に
、
『
詩

　
経
㎞
の
よ
う
な
詩
の
成
立
を
前
四
世
紀
前
半
以
降
に
求
め
て
い
る
。

⑳
大
雅
・
文
王
之
什
・
文
運
有
声
「
…
…
藩
王
受
命
、
有
此
武
功
、
既
伐
子
崇
、

　
作
邑
干
豊
、
文
王
丞
…
哉
。
築
城
伊
減
、
作
豊
伊
匹
、
匪
練
其
欲
、
遍
追
来
孝
、
王

　
后
丞
…
哉
。
…
…
鍋
蓋
微
塵
、
自
製
自
選
、
自
南
中
北
、
無
思
不
服
、
皇
王
丞
…
哉
。

　
考
卜
維
王
、
宅
是
鏑
京
、
維
亀
正
之
、
武
王
成
之
、
武
王
丞
酬
哉
。
…
…
偏
。

⑳
大
雅
・
文
王
之
什
・
大
明
門
…
…
摯
仲
氏
任
、
自
彼
股
商
、
来
嫁
干
周
、
日
娯

　
子
京
、
乃
及
王
季
、
聖
徳
密
行
、
大
任
下
身
、
生
此
文
選
。
維
此
文
王
、
小
心
翼

　
翼
、
業
事
上
帝
、
章
懐
多
福
、
蕨
徳
不
感
、
以
受
方
国
。
…
…
有
頂
二
天
、
命
此

　
文
王
、
子
周
子
京
、
績
女
維
華
、
長
子
三
宝
、
篤
生
二
王
、
保
右
命
爾
、
鰹
伐
大

　
商
。
…
…
」
。

⑫
大
雅
・
文
王
之
什
・
皇
　
「
皇
　
上
帝
、
飴
石
有
赫
、
監
観
四
方
、
求
民
之
莫
、

　
維
此
二
国
、
其
政
不
獲
、
維
彼
四
国
、
袋
究
裳
度
、
上
帝
習
癖
、
憎
其
式
廓
、
乃

　
春
西
顧
、
此
維
与
宅
。
…
…
帝
権
其
山
、
柞
械
欺
抜
、
松
柏
斯
党
、
面
作
邦
作
対
、

　
自
大
伯
王
季
、
維
此
王
季
、
因
心
則
友
、
則
友
其
兄
、
則
篤
其
慶
、
載
錫
之
光
、

　
南
画
無
喪
、
奄
有
四
方
。
潤
沢
王
季
、
二
度
其
心
、
豹
軍
職
音
、
其
徳
克
明
、
克

　
明
鑑
類
、
克
長
克
君
、
王
此
大
邦
、
克
順
克
比
、
比
子
文
闘
、
其
豊
丸
悔
、
既
受

　
帝
祉
、
面
子
孫
子
。
…
…
」

⑱
本
章
注
⑰
に
引
い
た
周
頒
・
清
廟
之
什
・
天
作
顔
は
、
大
王
（
古
公
田
父
）
と

　
二
王
を
歌
う
が
、
王
季
の
存
在
に
は
琶
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
魯
僖
公
（
在
位
前

　
穴
五
九
～
二
七
年
）
治
世
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
魯
頒
・
閨
宮
「
悶
宮
有
仙
、

　
実
実
悪
枚
、
赫
赫
姜
姫
、
玄
徳
不
回
、
上
帝
是
依
、
無
災
無
害
、
彌
月
不
遅
、
是

　
生
面
穆
、
降
之
百
福
、
無
業
重
留
、
穆
稗
寂
麦
、
奄
有
下
国
、
稗
沁
々
稿
、
膚
稜

　
有
黍
、
有
稲
有
租
、
奄
有
下
土
、
績
禺
之
緒
。
后
西
之
孫
、
実
維
大
王
、
居
岐
之

　
陽
、
実
始
丁
霊
、
至
干
文
武
、
績
大
王
之
緒
、
致
天
之
届
、
干
牧
之
野
、
無
弐
無

　
虞
、
上
帝
末
女
、
早
撃
之
旅
、
克
成
事
功
。
…
…
扁
に
は
、
姜
姫
・
盾
程
・
大
王

　
（
古
公
亘
父
）
・
文
武
（
文
王
・
武
王
）
と
い
っ
た
系
譜
が
歌
わ
れ
る
が
、
公

　
劉
・
王
季
の
名
に
は
言
及
し
な
い
。
公
団
・
冬
季
の
存
在
が
同
姓
諸
侯
の
魯
に
と

　
っ
て
は
必
ず
し
も
必
須
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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はじまりの記憶（松井）

王
季
の
末
簡
1
む
す
び
に
か
え
て

　
か
つ
て
周
人
に
と
っ
て
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
で
あ
っ
た
文
華
は
、
王
季
を
介
し
て
、
古
公
豊
里
ら
先
公
の
系
譜
に
接
続
さ
れ
て
い
っ
た
。

文
王
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
続
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
系
譜
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
、
や
が
て
は
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
示
す
王
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
忘
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
洋
盤
望
見
一
段
が
執
拗
に
自
ら
の
家
系
の
勲
功
を
語
っ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
で
も
越
え
よ

う
と
し
な
か
っ
た
文
王
・
武
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
越
え
る
者
が
登
場
す
る
。
『
春
秋
左
思
案
』
僖
公
五
年
条
に
「
號
仲
・
営
業
は
万
場

の
子
で
あ
る
（
號
仲
・
號
叔
、
王
季
之
穆
也
）
」
と
記
さ
れ
た
王
季
の
野
面
、
號
で
あ
る
。

　
號
は
西
周
期
以
来
の
大
族
で
、
號
伯
・
號
伸
・
號
叔
・
無
季
、
さ
ら
に
は
城
裏
仲
・
鄭
號
仲
に
分
節
し
、
河
南
省
の
漿
陽
、
黄
河
屈
曲
点
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
平
陸
・
陳
、
な
ら
び
に
陳
西
解
毒
鶏
と
い
っ
た
地
域
に
分
散
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
號
～
族
は
王
朝
「
東
遷
」
期
の
混

乱
を
生
き
抜
き
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
元
（
前
七
二
二
）
年
条
、

　
　
鄭
の
共
叔
段
の
乱
に
際
し
、
そ
の
子
公
孫
滑
は
衛
に
出
奔
し
た
。
衛
人
は
、
こ
れ
が
た
め
に
鄭
を
攻
め
、
魔
女
を
占
領
し
た
。
思
人
は
、
尊
王
の
軍
・
號

　
　
の
軍
と
と
も
に
、
衛
の
南
郊
を
攻
め
た
。

で
文
献
史
料
に
登
場
し
、
そ
の
後
、
東
周
王
朝
を
支
え
る
有
力
な
氏
族
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
右
の
隠
公
元
年
条
を
含
め
て
、

『
春
秋
左
氏
伝
隔
が
記
録
す
る
號
の
記
事
を
表
二
と
し
て
整
理
し
よ
う
。

　
表
二
を
｝
労
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
み
え
る
號
の
記
事
は
大
き
く
二
つ
の
時
代
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
は

特
記
公
営
（
前
輿
二
二
）
年
か
ら
桓
公
　
○
（
箭
七
〇
二
）
年
ま
で
で
、
当
時
、
王
朝
を
支
え
て
い
た
鄭
に
代
わ
っ
て
実
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に

な
り
、
前
七
一
五
年
に
號
公
忌
父
が
卿
士
と
な
っ
た
の
ち
、
前
七
〇
二
年
に
南
仲
が
虞
に
出
奔
す
る
ま
で
の
時
期
。
後
半
は
二
心
公
一
六
（
煎

六
七
八
）
年
か
ら
始
ま
り
、
王
子
頽
の
乱
平
定
を
は
さ
ん
だ
の
ち
、
い
く
つ
か
の
滅
亡
予
言
課
を
挿
入
さ
れ
つ
つ
、
僖
公
五
（
前
六
五
五
）
年
の

最
終
的
滅
亡
へ
と
至
る
時
期
で
あ
る
。
「
號
仲
・
號
叔
は
王
季
の
子
で
あ
る
」
と
の
記
事
は
、
こ
の
僖
公
五
年
条
に
宮
年
嵩
の
諌
言
と
し
て
み
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表2

紀元 魯公 周王 記　　　事

前722 穏公1 平王49
鄭詳解段之乱、公孫滑出奔。衛人爲之伐鄭、取凛延。鄭人以王師・號

t凶猛南鄙。

前720 隠公3 平王51
鄭武公・荘公為平王之卿士。王弐子號。鄭伯怨王、王日、無之。故

?・鄭交質。・…・・王崩、周人将界號公政。

前718 隠公5 桓王2 曲沃叛王。秋、王命菅公伐曲沃、而立哀侯於翼。

前715 隠公8 桓王5 夏、號公忌父始作卿士干周。

前712 隠公！l 層層8 冬十月、二二二二師伐宋。

前707 橿公5 桓王13
王奪鄭二二、二男不二。秋、二二諸侯伐鄭、鄭伯禦之。日日中畑、號

��ヨﾝ管軍、詞人・曲人属焉、周二黒肩将孤軍、陳入属焉。

前704 橿公8 二王16 冬、王命號仲立晋二二之二三干晋。

前703 橿公9 二王17 秋、號仲・茜伯・二丁・筍侯・買伯伐曲沃。

前702 橿公10 桓王18 號仲譜其大央膚丁丁王。麿父言辞、以王師伐號。夏、號公明奔虞。

前678 荘公16 僖王4 王使號公命曲言伯以一軍二言侯。

前678 荘公16 僖王4 周公忌父奔號、恵王立本復之。

前676 荘公18 魔王1 號公・晋侯朝王。網焼醗、……非礼也。

前676 荘公18 恵王1 川州・晋侯・鄭伯田原荘公逆王后干陳。

前674 荘公20 恵王3
〈王子頽の乱〉冬、ヨ三子頽凍上大夫、楽遺編舞。鄭伯聞之、見號叔日、

黶B號公日、……。

前673 荘公2ユ 恵ヨ三4 〈王子頽の乱〉鄭伯漸騰自山門入。號叔自北門入。殺王子頽及五大夫。

前673 荘公21 恵山4
王巡守號。號公為王宮干蝉、王与之酒泉。鄭伯之享王也、王以后之鑑

ﾓ予之。二二二二、一二之舜。鄭伯由是始悪子王。冬、王帰自號。

前668 筆工26 二王9 秋、號二二晋。冬、號入幕二等。

前667 荘公27 恵三E10 晋侯将伐號。士鶯日、不可。……。

前664 荘公30 二王13 王命號公丁丁皮。夏四月丙辰、號公闇闇、執奨凹凹、帰干京師。

前661 荘公32 覆工15

秋七月、有神降二二、恵二二諸内篇過日、是何故也。対日、……内閣

��A聞乱丁命、反Ei、鵬二二　。二二聴於神。神居華六月。號公使

��E宗区・史罵二二。神賜之土田。史二日、二二亡乎。……。

前660 閾公2 恵王17
春、二四敗犬戎二二1内。舟之僑日、無徳而禄、狭也。残将至突。遂奔

W。

前658 僖公2 恵王19

晋萄息請以副産之乗与暗唱単機仮掛湯単層伐號。……虞公許之、且請

謾ｰ號。宮之奇諌、不聴、遂脇師。夏、野里克・筍息帥師会虞師、伐

j、滅下陽。

前658 確説2 法王19
號公聴戎於桑爾。晋卜催廼、號必亡i隻。亡下陽不櫻、而又有功、……

s可以五稔。

前655 僖公5 恵那22
晋侯復仮道於虞以伐號。……八月甲午、晋侯囲上陽。・…冬十二月術

q、晋滅號。號公醜奔京師。師還、館於虞、遂襲虞、滅之。
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はじまりの記憶（松井）

え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
文
章
の
藩
士
と
な
り
、
そ
の
勲
功
は
盟
府
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
（
為
文
王
卿
士
、
勲
在
王
室
、
曽
於
盟
府
）
」
と
続
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
て
い
る
。
號
仲
・
號
叔
は
王
季
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
兄
弟
で
あ
っ
た
聖
王
の
輔
弼
に
あ
た
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
六
五
五
年
の
號
の
滅
亡
後
に
、
號
の
始
祖
説
話
を
語
り
始
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
西
周
期
に
あ
っ
て
は
文
王
・
武
王
の
「
は
じ
ま
り

の
時
」
が
い
ま
だ
有
効
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
號
の
始
祖
を
導
管
に
求
め
る
言
説
は
、
王
朝
の
「
東
遷
」
期
以
降
の
表
二
に
示
し
た
時
期

に
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
整
合
的
で
あ
る
。
王
季
を
歌
う
詩
篇
が
そ
の
具
体
的
な
事
績
や
特
定
の
地
と
の
か
か
わ
り
を
語
ろ

う
と
し
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
詩
篇
が
王
朝
の
「
東
遷
」
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
春
秋
左
氏
伝
』
が
記
録
す
る
號
の
記
事
は
、
周
王
治
世
と
の
か
か
わ
り
で
い
う
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
桓
王
（
在
位
前
当
一
九
～
六
九
七
年
）
と
恵

王
（
在
位
前
王
七
六
～
六
五
三
年
）
の
治
世
に
重
な
っ
て
い
る
。
図
二
に
平
王
以
降
の
東
周
王
朝
の
系
譜
を
示
し
た
が
、
桓
王
は
平
王
の
孫
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
、
両
者
の
間
に
は
即
位
で
き
な
か
っ
た
洩
父
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
素
馨
〇
七
（
魯
郭
公
五
）
年
に
「
王
（
桓
王
）
が
鄭
伯
か
ら
政
権
を
奪
い
、

鄭
伯
は
朝
見
し
な
く
な
っ
た
。
秋
、
王
は
諸
侯
の
軍
を
率
い
て
鄭
を
攻
撃
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
桓
王
は
か
つ
て
王
朝
を
支
え
て
い
た
鄭
を

排
除
し
よ
う
と
し
、
そ
の
権
力
闘
争
は
最
終
的
に
両
者
の
武
力
衝
突
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
っ
た
。
桓
王
の
権
力
基
盤
は
必
ず
し
も
盤
石
な
も
の

で
は
な
く
、
王
権
崩
壊
の
危
機
す
ら
は
ら
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
平
王
一
洩
父
－
桓
王
と
い
う
系
譜
の
正
統
性
、
す
な
わ
ち
洩
父
を

介
し
て
平
虫
に
接
続
す
る
三
王
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
古
公
営
父
一
王
季
一
文
王
と
い
う
系
譜
が
想
起
さ
れ
、
古
公
蜜
父
に
平
王
が
、

王
胤
に
洩
父
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
桓
王
朝
で
実
権
を
掌
握
し
つ
つ
あ
っ
た
號
は
、
こ
の
系
譜
を
再

び
換
骨
奪
胎
し
、
王
季
を
自
ら
の
「
は
じ
ま
り
」
の
始
祖
へ
と
転
用
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
必
ず
し
も
万
全
な
論
考
で
は
な
い
が
、
一

つ
の
試
案
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

図2
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①
第
三
章
注
⑳
に
引
い
た
『
詩
経
魅
魯
頒
・
野
宮
に
は
「
至
干
文
武
、
績
大
王
之

　
緒
」
と
あ
り
、
文
王
・
武
王
が
大
王
（
古
墨
豊
父
）
の
後
継
者
で
あ
る
と
の
認
識

　
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
周
本
紀
が
「
け
だ
し
」
と
い
う
一
語
を
冠
し
な
が

　
ら
も
、
門
王
瑞
自
太
王
（
古
公
蜜
父
）
興
」
と
記
す
の
は
故
無
き
こ
と
で
は
な
い
。

②
松
井
嘉
徳
前
掲
轡
第
田
部
第
二
章
「
分
節
す
る
氏
族
」
。

③
宮
之
奇
は
、
こ
の
言
葉
の
前
に
「
大
伯
・
虞
仲
、
大
王
之
昭
也
、
大
伯
不
従
、

　
是
以
不
嗣
」
と
発
言
し
て
い
る
。
號
と
と
も
に
晋
に
滅
ぼ
さ
れ
た
虞
が
大
王
（
古

　
公
豊
父
）
の
子
で
あ
る
大
伯
・
虞
仲
の
宋
商
で
あ
る
と
譜
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も

　
文
王
の
「
は
じ
ま
り
の
時
」
を
超
え
よ
う
と
す
る
雷
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

　
る
。
虞
の
滅
亡
後
、
こ
の
説
話
が
呉
の
始
祖
説
話
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
っ
た

　
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
「
呉
系
譜
考
」
（
『
立
命
館
文
学
葱
第
五

　
六
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
。
の
ち
吉
本
道
雅
『
中
國
先
秦
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学

　
術
出
版
会
、
一
一
〇
〇
五
年
に
再
録
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
『
史
記
駈
周
本
紀
に
「
五
十
一
年
、
京
王
崩
、
太
子
墨
摺
蚤
死
、
立
其
子
林
、

　
是
旧
卒
王
。
桓
王
、
平
王
孫
也
」
と
あ
る
。
洩
父
に
か
か
わ
る
記
録
は
ほ
か
に
存

　
在
し
な
い
が
、
『
史
記
随
の
記
述
は
何
ら
か
の
系
譜
史
料
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ

　
う
。
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京
都
女
子
大
学
文
学
部
教
授
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Memories　of　the　Origin　of　the　Western　Zhou：　Ancestors　Described

　　　　　　　　　　　　　　　in　Bronze　lnscriptions　and　Poetry

by

MATSul　Yoshinori

　　Th¢Lai　pan速盤，　excavated　on　January　19，2003，　from　a　hoard　at　Yangtiacun

楊家村（MeiXian　country，　Shaanxi　proVince陳西省眉県）deschbes　the　service　of

eight　generations　of　the　Shan単family，　from　Shan－gong畑町宅。　Lai，　to　the　Zhou

kings，　from　King　Wen文王and　King　Wu武王to　King　Xuan宣王．　The　inscription

is血the　self－narrative－style，　begi曲g　with．　the　phrase，‘‘Lai　says遽日”．　A玉though

the　Zhou　people　saw　King　Wen　and　King　Wu　as　reignirig　at　the　“begiming”　of　the

dynasty，“former　1血gs”and　the“ancestors”of　the　su函ects　mentioned　ln　the　h－

scription　are　only　mentioned　collectively　as　unhistorical　presences　without　specdic

names．　ln　the　late　Westerri　Zhou　period，　epic　poetry　appeared　and　inscriptions　in

the　self－narrative　style　began　to　teli　of　the　yelations　between　the　sovereign　and　his

subjects　using　their　names，　and　the　statements　regarding　the　past　became　histor－

ical　accounts．　The　Lai　Pan，　which　concretely　recounts　sovereign－and－subject　re－

lations　since　the　“beginrimg”　of　the　Zhou　dynasty，　then　appeared．　When　their　sub－

jects　made　the　“beginning”　of　their　farrrily　lineages　coincide　with　the　“beginning”　of

Zhou　dynasty，　Zhou　kings　attempted　to　assert　their　legitimacy　by　recading　the

past　achievements　of　far　ear五er㎞gs，　Houji酒旗，　Gongliu公劉，　and　Gugong－

Danfu古公論父．　The　epic　poetry　of　earlier　1コ口ngs，　locating　Houji　at　the　begi㎜ings

of　the　Zhou　people，　linl〈ing　Gong－tiu　to　memones　of　the　land　of　Bin　eel，　or　asso－

ciating　Gugong－Danfu　with　the　land　of　Zhouyuan周原，　were　sung．　ln　contrast，

speci負。　memories　of　Wangii王季一father　of　King　Wen－were　not　yecalled．　Wang－

ji’s　only　role　was　to　link　King　Wen　to　Gugong－Danfu．　This　positioning　is　analogous

to　that　of）登efu洩父，　who　tied　King　Huan直面with　King　Ping平王of　the　East－

ern　Zhou　dynasty．　lt　is　thought　that　the　genea｝ogy　of　King　Ping－Xiefu－King

Huan，　which　guaranteed　the　legitimacy　of　King　Huan　might　refiect　the　genealogy　of

Gugong－Danfu－Wangii－King　Wen．　In　using　this　acco瞭，　the　Guo號clan，　which

held　power　during　the　reign　of　King　Huan，　sought　the“beginr血g”of　their　family

line　with　Wangji．　By　emphasizing　the　genealogy　of　Gugong－Danfu－Wangii－King

Wen，　King　Wen　was　“buried”　in　the　genealogy，　and　the　accounts　that　saw　King

Wen　and　KiRg　Wu　at　the　“begiming”　of　the　dynasty　were　forgotten．
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